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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期

決算年月 2021年９月 2022年９月 2023年９月 2024年９月 2025年９月

売上高 (千円) 2,029,085 2,041,623 1,949,787 2,674,994 2,816,558

経常利益又は
経常損失（△）

(千円) △68,768 78,232 △143,885 112,948 191,060

当期純利益又は
当期純損失（△）

(千円) △50,449 73,763 △147,789 106,095 130,228

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) － － 506 5,565 8,031

資本金 (千円) 92,500 142,499 213,707 213,707 213,707

発行済株式総数 (株) 21,650 2,211,700 2,405,200 2,405,200 2,405,200

純資産額 (千円) 184,052 340,586 335,213 441,308 571,491

総資産額 (千円) 383,746 563,359 537,317 689,574 830,992

１株当たり純資産額 (円) 85.01 153.99 139.37 183.48 237.61

１株当たり配当額
(１株当たり中間配当額)

(円)
－ － － － －
(－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

(円) △23.30 33.64 △62.77 44.11 54.15

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － － － 43.56 53.87

自己資本比率 (％) 48.0 60.5 62.4 64.0 68.8

自己資本利益率 (％) △24.1 28.1 △43.7 27.3 25.7

株価収益率 (倍) － － － 22.8 21.3

配当性向 (％) － － － － －

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △106,733 150,093 △187,822 201,588 194,153

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △21,937 △74,882 △88,664 △84,638 △107,073

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 15,652 69,752 142,158 △269 △184

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 158,442 303,405 169,076 285,757 372,651

従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕

(名)
56 63 67 62 70

〔12〕 〔11〕 〔7〕 〔3〕 〔5〕

株主総利回り (％) － － － 56.1 64.5
(比較指標：配当込みTOPIX) (％) (－) (－) (－) (116.6) (141.7)

最高株価 (円) － － 3,195 1,809 1,480

最低株価 (円) － － 1,158 830 840
 

(注) １．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２．第10期及び第11期の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため、記載してお

りません。
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３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第10期については潜在株式は存在するものの、当社株式

は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、また１株当たり当期純損失であるため、第11期につい

ては潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、第12期につ

いては潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

４．当社は、2022年７月２日付で株式１株につき100株の株式分割を行っておりますが、第10期の期首に当該株

式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失

（△）を算定しております。

５．第10期及び第11期の株価収益率については、当社株式は非上場でありましたので、記載しておりません。第

12期の株価収益率については、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

６．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため、記載しておりません。

７．第10期から第12期の株主総利回り及び比較指標については、2022年12月29日に東京証券取引所グロース市場

に上場したため、記載しておりません。第13期から第14期の株主総利回り及び比較指標については、2023年

９月期末の株価を基準として算定しております。

８．最高株価及び最低株価は、東京証券取引所グロース市場における株価を記載しております。なお、2022年12

月29日付で同取引所に株式を上場したため、それ以前の株価については記載しておりません。
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２ 【沿革】
 

年月 概要

2012年４月 不動産業におけるインターネットを活用した人材紹介事業を行うために、大阪府大阪市中央区に株

式会社宅都ホールディングス（現　株式会社TAKUTO INVESTMENT）の100%子会社として株式会社グ

ローバルエージェント（資本金10,000千円）を設立

2014年６月 本社を東京都品川区東品川へ移転

2016年９月 株式会社スマサポに商号変更

2016年９月 株式会社宅都ホールディングス（現　株式会社TAKUTO INVESTMENT）より株式会社スマサポコールセ

ンターを買収し、新生活サポート「スマサポサンキューコール」の提供を開始するとともに、不動

産管理会社向けソリューション提供事業を開始

2017年１月 新電力サービス「スマサポでんき」の提供開始

2017年２月 本社を東京都豊島区池袋へ移転

2017年９月 鍵管理システム「スマサポ内覧サービス」の提供開始

2018年１月 株式会社宅都プロパティ（現　株式会社TAKUTO）より株式会社JEIを買収し、家賃保証サービス

「sumai保証」の提供を開始

2018年４月 株式会社JEI及び株式会社スマサポコールセンターを吸収合併

2018年８月 本社を東京都中央区八重洲へ移転

2019年４月 本社を東京都中央区日本橋へ移転

2019年10月 不動産管理会社向けソリューション提供事業を強化するにあたり、不動産管理業である株式会社宅

都ホールディングス（現　株式会社TAKUTO INVESTMENT）より独立

2020年８月 and factory株式会社との業務提携により、不動産管理会社と入居者のコミュニケーションを円滑に

進めるための入居者アプリ「totono」の提供開始

2021年６月 和歌山県西牟婁郡白浜町に和歌山白浜オフィスを新設

2021年６月 北海道札幌市中央区に北海道オフィスを新設

2021年８月 「totono」事業を加速させるため、and factory株式会社から「totono」事業を譲受

2022年４月 福岡県福岡市中央区に福岡オフィスを開設

2022年７月 デジタル分野での協業強化を目的として大東建託パートナーズ株式会社と資本業務提携契約を締結

2022年８月 「スマサポサンキューコール」の商材強化を目的としてENECHANGE株式会社と資本業務提携契約を締

結

2022年12月 東京証券取引所グロース市場に株式を上場

2023年８月 「スマサポサンキューコール」の販路拡大を目的として株式会社リクルートと業務提携

2024年１月 「sumai保証」の効率的な運営を目的として、株式会社エポスカードと業務提携

2024年９月 大阪オフィス内のチャット返信専用のセンターを開設し、入居者アプリにおけるチャット対応など

を受託する新サービス「totono2.0」の提供を開始

2024年10月 入居者アプリ「totono」が2024年度グッドデザイン賞を受賞

2025年１月 入居者アプリ「totono」の実績を活かし、台湾政府機関「国家住宅及都市更新中心」が推進する住

宅管理アプリ開発プロジェクトに参画
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３ 【事業の内容】

（１）ミッション

当社は、「smartなくらしをsupportする」という経営理念の下、これまでアナログであった「不動産管理会社」

と「入居者」のコミュニケーション領域をデータ・テクノロジーの活用によって新たな価値を提供することを目的

としております。

 

（２）不動産業界の課題

当社の顧客である不動産管理会社が属する不動産業界は、電話や書面、FAXによるやり取りが中心で、非効率的な

やり方が依然として続いております。不動産業界には、不動産オーナー、不動産管理会社、不動産仲介会社、入居

者などさまざまなプレイヤーが存在しますが、そのプレイヤー間のコミュニケーションがアナログであるためにさ

まざまな問題やトラブルが発生しております。当社は、これらの課題に対してソリューションサービスを提供する

ことで解決していきたいと考えております。

 
（３）創業の背景

当社の前身は、大阪府を中心とした関西基盤の不動産管理会社である株式会社宅都ホールディングス（現　株式

会社TAKUTO　INVESTMENT）（※）の経営企画部門であり、前述のような不動産管理会社の課題を解決するソリュー

ションを自社内に提供していました。

しかし、不動産業界の会合や他社見学等を通じ、同じような課題を他の不動産管理会社も抱えていると感じてい

たことから、１社だけへのサービス提供だけではなく他の不動産管理会社へのサービス提供を行うことで、業界全

体の生産性向上を目指すべく、2016年にグループ内で業界内の人材交流を目的として設立されていた株式会社グ

ローバルエージェントの社名を「株式会社スマサポ」に変更するとともに現経営陣による経営体制を確立しまし

た。更に、2019年には、不動産管理会社向けソリューション提供事業を強化するにあたり、不動産管理会社を顧客

として事業展開する当社が不動産管理の実業を営むグループに存しないようにするために株式会社宅都ホールディ

ングス（現　株式会社TAKUTO　INVESTMENT）から独立するに至りました。

 

※　株式会社宅都ホールディングス（現　株式会社TAKUTO　INVESTMENT）

　　設立：2011年12月

　資本金：１億円　

事業内容：不動産事業者。不動産開発、ホテル運営等を営む。グループ会社に不動産管理事業を営む株式会社

宅都プロパティ（現　株式会社TAKUTO）がある。

株式会社宅都プロパティ（現　株式会社TAKUTO）

　　設立：1999年５月

　資本金：１億円

　事業内容：不動産管理会社
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（４）事業の概要

当社は不動産管理会社と入居者のコミュニケーションを包括して、課題を解決していくといったビジネスモデル

を掲げております。不動産管理会社と入居者のコミュニケーションを活発化させることで、不動産管理会社がこれ

まで得られなかった収益を得ることや貼り紙や電話での連絡によるコミュニケーションをデジタル化することで不

動産管理会社の業務負担を改善することができます。

当社が提供するサービスは不動産管理会社向けソリューション提供事業であり、詳細なサービス内容は以下のと

おりであります。なお、現状の売上構造の大半はスマサポサンキューコールが占めておりますが、将来的に入居者

アプリ「totono」を核とした種々のサービス提供を企図しております。

 
①新生活サポート「スマサポサンキューコール」

スマサポサンキューコールは、従来不動産管理物件の新規入居者との接点を持たなかった不動産管理会社に対し

て、入居者との継続的な関係を築く契機として、入居時のお礼や満足度アンケート調査の実施を代行するととも

に、生活に必要な各種ライフラインサポート等の案内を手掛けるサービスです。

具体的には、新たに入居された方のご同意をいただいた上で、不動産管理会社から当社へ情報をご提供いただ

き、不動産管理会社に代わって、入居者へのご挨拶を行うとともに、仲介店舗のスタッフの接客やお店の雰囲気等

のアンケートを行っております。当該アンケート結果は、定期的に不動産管理会社にフィードバックを行い、不動

産管理会社の業務改善等にお役立ていただいております。また、アンケートを行った入居者のご意向を伺い、新電

力、インターネット回線、ウォーターサーバー等の新生活に供するサービスのご案内を行い、ご同意をいただいた

上で、新電力やインターネット回線、ウォーターサーバー等の商材提供事業者へのお取次ぎ等を行っております。

当社は不動産管理会社から提供される入居者情報に対し、対価を支払うとともに、外部委託先（販売先・外注

先）から顧客紹介手数料、及び各種サービス（商材等）提供会社から取次手数料等を収受しております。そのた

め、取次手数料を得る当社と、情報提供元である不動産管理会社の両社に収益が生まれます。なお、当社では入居

者に対しての架電業務を自社のコールセンターだけでなく、複数の業務委託先コールセンターに委託することで多

くの入居者に対しての架電業務を円滑に行っております。
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②入居者アプリ「totono」

入居者アプリ「totono」は、不動産管理会社と入居者のコミュニケーションをデジタル化するアプリです。

具体的には、入居者が賃貸借契約を締結してから発生する「入居時点検」「駐車場・駐輪場契約、更新、退去等

の各種申請」や「近隣トラブルの相談」等はこれまで紙やFAX、電話で行われていましたが、「totono」を活用する

ことでデジタル化が図れるようになります。

不動産管理会社にとっては、基幹システムと連携することで、電話やFAXで受けていた各種情報を入力する手間が

省けたり、これまで物件の掲示板に貼り出していた「断水のお知らせ」等の連絡を入居者に直接届けたりできるよ

うになるため、業務の効率化が図れるようになるとともに、入居者にとっても各種申請作業やトラブルの相談等を

手軽に行うことができるようになることで満足度向上につながっていきます。具体的には、入居者にとっては350項

目以上あるＱ&Ａリストをそのまま活用できるので、部屋の不具合に対する自己解決が可能となります。それでも解

決しなかったものはアプリ内のチャット上に画像をアップロードすることで的確に不具合の状況を伝えることがで

きるため、トラブルの早期解決につながります。併せて、チャット対応を行うリソースが不足している不動産管理

会社に対しては、代行してチャットの返信を行うチャットセンターの運営を行っております。また、入居者からの

問い合わせの膨大なデータを分析・解析し業務改善に繋げております。

このように「totono」を導入することによるメリットは不動産管理会社にとって大きいことから、アプリダウン

ロード者である入居者からは利用料等は収受せず、ご利用いただく不動産管理会社から初期導入料及び毎月の利用

料を収受しております。当社はその利用料を収受するために、自社の開発人員においてアプリの機能開発を行う

他、外部開発会社に開発のためのコストを支払っております。
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③鍵管理システム「スマサポ内覧サービス」

鍵管理システム「スマサポ内覧サービス」は、不動産管理会社が賃貸マンション等の部屋の扉に取り付けること

により、物件内覧時の鍵の貸し借りといった手間を省略し、スムーズな物件内覧を提供するツールです。

これまでは、不動産仲介会社が内覧する際には不動産管理会社に鍵を取りに行き、内覧が終われば鍵を返しに行

くというやりとりが必須であり、鍵の管理が極めて煩雑でした。本サービスでは内覧用の鍵を空室のドアに設置し

たキーボックス内に格納し、そのキーボックスの開閉はアプリによって行われるようになるため、鍵の管理を行う

必要がなくなります。

アプリによるキーボックスの開閉は不動産管理会社が承認をした時に限られるため、セキュリティ面の強化が図

れます。また、内覧履歴が残るようになっているので、どの部屋がいつ誰によって開閉されたのかが分かるため、

不動産管理会社はそのデータを活用しリーシングの強化を行うことができます。

このように、不動産管理会社の鍵の管理業務を効率化するサービスであり、導入する不動産管理会社から導入時

に機器代を収受するほか、システム利用の対価として月額利用料も収受しております。当社では、安定的に商品を

供給するために、当該機器はメーカーに作成依頼をしており、一定数を在庫として保有しております。なお、サー

ビス利用者である不動産仲介会社は、あくまで、本サービスを利用することで内覧の鍵を利用することができるだ

けの存在であり、手数料等は収受しておりません。
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④家賃保証サービス「sumai保証」

家賃保証サービス「sumai保証」は、入居者の連帯保証人を代行するサービスです。

入居者にとっては、保証料を支払うことで連帯保証人を立てる必要がなくなり、不動産管理会社にとっては、規

定する保証の範囲内で滞納賃料や原状回復費用の未回収分等の立替えを受けることができます。
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４ 【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
（又は被所有）
割合(％)

関係内容

(関連会社)      

株式会社プラスサムジャパン 福岡県福岡市博多区 50
コールセンター

の運営等
29.0

当社のチャット代行業を委

託しております。
 

(注) 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

 
５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

    2025年９月30日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

70 (5) 35.8 3.9 4,952
 

(注)１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(契約社員、パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)

　　　　は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。

　　２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

　　３．当社は単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。

 
(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 
（１）会社の経営の基本方針

当社は「smartなくらしをsupportする」という経営理念の下、不動産管理会社と入居者をつなぐことにより双方

のコミュニケーションを向上させていくことを目指しております。

不動産管理会社が抱える課題の中でも特に入居者とのコミュニケーションは、設備のメンテナンスのお知らせや

契約の更新・変更、滞納の督促等多岐にわたるため、不動産管理業態を理解した上でのサービス提供が必要不可欠

であります。当社は不動産管理の経験やノウハウを活かして業界の発展に貢献していくために、一つのソリュー

ションだけではなく、不動産管理会社が遭遇する課題を各場面で解決できるソリューションを複数提供すること

で、不動産管理会社の事業効率化や収益向上を図ってまいります。

 
（２）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社は、持続的な成長と企業価値の向上のため、収益力を高めるとともに、経営の効率化を図ってまいります。

当社の収益基盤である「スマサポサンキューコール」においては、事業の成長性と収益性を客観的に判断するため

の指標として、コンタクト数及び単価を重要な経営指標として位置づけております。2025年９月末現在のコンタク

ト数は285,404件、単価は7,147円となりました。2026年９月末時点での目標としてコンタクト数285,481件、単価は

7,378円としております。

また、入居者アプリ「totono」におきましては、事業フェーズの進化に伴い、従来のサービス（以下

「totono1.0」）に加え、新たにチャット対応等の運営受託を含む高付加価値サービス「totono Phase2.0」（以下

「totono2.0」）の提供を開始し、事業の主軸を同サービスへ移行しております。これに伴い、経営上の目標を判断

するための客観的な指標も見直しを行っております。totono2.0につきましては、ユーザー数及び１ユーザーあたり

の単価（ARPU）を重要な経営指標としております。2025年９月現在のユーザー数は64,687ユーザー、１ユーザーあ

たりの単価は103円となっております。2026年９月末時点での目標としてユーザー数201,785ユーザー、１ユーザー

あたりの単価（ARPU）は113円としております。なお、従来のtotono1.0につきましては、totono2.0への移行を促進

することから、MRRは横ばいもしくは緩やかな減少を見込んでおります。

また、今後に関しても中期経営計画に基づき、以下のとおり基本方針を掲げ、更なる企業価値の向上を目指して

まいります。当社が重要と考えている経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標の推移は下記のとお

りであります。

a.スマサポサンキューコール

区　　分 2022年９月末 2023年９月末 2024年９月末 2025年９月末 2026年９月末

（目標）

コンタクト数(件) 244,232 254,093 301,787 285,404 285,481

単価(円) 5,982 5,436 6,552 7,147 7,378
 

 

b.totono1.0

区　　分 2022年９月末 2023年９月末 2024年９月末 2025年９月末 2026年９月末

（目標）

MRR(千円) 23,850 29,050 34,302 38,906 35,587
 

（注）totono基本利用料以外にtotonoとの連携がベースとなっている商品についてもMRRに含めております。

c.totono2.0

区　　分 2022年９月末 2023年９月末 2024年９月末 2025年９月末 2026年９月末

（目標）

ユーザー数(ユーザー) － － － 64,687 201,785

ARPU(円) － － － 103 113
 

 （注）表中の「－」は、サービス開始前のため、実績がないことを示しております。
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具体的な戦略は下記の３点であります。

①　入居者アプリ「totono」のユーザー数の増加による収益基盤の拡大

入居者アプリ「totono」の拡販を行うために、各種展示会への出展やセミナーの開催といった積極的な広告宣伝

及び営業人員の増強による認知拡大とアフターフォロー体制の強化を図っております。また、開発人員の増強によ

り充実した機能の開発を更に進めていきます。

不動産管理会社と入居者のコミュニケーションを円滑にするプラットフォームとなるシステムを構築し、業務を

より一層効率化できるサービスを開発することで、ユーザー数を増加させ、安定的な収益の確保に努めてまいりま

す。

 
②　ビッグデータの分解析とAI開発への積極投資

入居者アプリ「totono」の拡大に伴い、日々蓄積される入居者からの問い合わせデータは、これまで可視化され

ることのなかった貴重な経営資源であると認識しております。当社では、ビッグデータを活用し、更なる事業成長

を加速させるため、データ分解析及びAI開発への積極的な投資を行ってまいります。

分析結果を活かしたAI開発にも注力し、将来的なBPOコストの削減を目指しております。この戦略を推進するた

め、2026年９月期にはAI投資額を2025年９月期と比べて150％まで拡大することを目指しております。ビッグデータ

分解析とAIへの積極投資を通じて、収益性向上と持続的な企業価値の向上に努めてまいります。

 
③　入居者アプリ「totono」の他社提携等による収益機会の拡大

入居者アプリ「totono」の利用者である入居者が生活をする上で、必要な情報や商品をタイムリーに提供するた

めに、他業種との提携を強化してまいります。具体的には、家具のサブスクリプションサービスを提供する会社や

自転車の購入時における自転車保険への加入等、くらしに密着したサービスを提供することで、サービス提供会社

から収益を得る仕組みを充実させていきます。また、入居者アプリ「totono」の利用者である入居者から不動産管

理会社へのチャットによる問い合わせへの対応業務に関して、不動産管理会社から業務委託により請け負うことで

更なる収益確保を行ってまいります。このことにより、利用料以外の収益の機会を構築することで、長期的な収益

の拡大を目指してまいります。

 
（３）経営環境

当事業年度における我が国経済は、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果により、穏やかな回復が続くことが

期待されております。一方で、米国の通商政策の影響による景気下振れリスクや、物価上昇の継続による消費者マ

インドの低下が個人消費に与える影響、さらに金融・資本市場の変動など、依然として不確実性の高い経済環境が

続いております。

 当社が主にサービスを提供する不動産業界におきましては、入居者のライフスタイルの多様化や都心部を中心と

した堅調な需要を背景に、既存物件の稼働率はおおむね安定的に推移しております。今後もインバウンド需要の持

続や企業活動の回復により、底堅い市場環境が見込まれる一方で、デジタル技術を活用した業務効率化やサービス

品質向上へのニーズは、ますます高まりを見せております。

 
（４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題は、以下のとおりです。

 
①　営業力の強化

当社の収益の源泉において最も重要な存在は不動産管理会社であり、テレビCMやWeb広告等のマス向けプロモー

ションではなく、全国にある不動産管理会社に直接コンタクトを取り営業をしていく必要があります。そして、当

社の経営方針にもあるように、一つのソリューションだけではなく、不動産管理会社が遭遇する課題を各場面で解

決できるソリューションを複数提供することで、不動産管理会社の事業効率化や収益向上を図っていくことで不動

産管理会社の満足度をあげる必要があります。そのためにはセミナーの開催を定期的に行う等、知名度を広めるこ

とで、「スマサポサンキューコール」、「totono」、「スマサポ内覧サービス」等の各商材の見込顧客である不動

産管理会社の獲得を図っていくことが重要となります。

また、営業部門とカスタマーフォロー部門が緊密に連携することできめ細かいサービスを展開してまいります。

 
② 収益基盤の強化

当社の事業は顧客である不動産管理会社の満足度によって支えられているものと考えております。継続的な取引
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を維持するために、不動産管理会社の満足度を向上させるためにも常にサービスの内容を更新するとともに、当社

サービスの導入企業の中でも、特に、売上の大きな増加や経費・工数の削減が実現した他社取組における成功事例

の共有会等を通じタイムリーな情報提供を行っております。

 
③　アプリ・サイトの安全性強化

インターネット技術の進化に伴い、インターネット上の情報共有の重要性は認識されてきておりますが、一方

で、アプリ・サイトの安全性維持に対する社会的要請も一層高まりを見せてきております。当社が取得する個人情

報は、不動産管理会社が保有する入居者の情報であり、その中には、住所・氏名はもちろん、勤務先、家族構成、

年収といった極めて重要な個人情報が含まれております。そのため、当社が取り扱う情報が通常のインターネット

サイトに比して、より重要であると認識しております。このため、サイトの信頼性・安全性強化を経営上の最重要

課題として、今後も個人情報の保護に関する法律、消費者契約法、景品表示法等各種関連法規の遵守を徹底してま

いります。

 
④　優秀な人材の採用

当社は、入居者アプリ「totono」を中心とした不動産管理会社向けサービスを提供することを将来的な主力事業

へ成長させる方針であり、その利便性及び機能の維持向上のためにも、アプリ構築を担当する技術者の安定的な採

用が当社の事業成長にとっての課題であると認識しております。テクノロジーに対する専門性が高いことは当然の

こと、不動産業に対する知見を有した人材は稀有でありそのような人材の採用は困難な場合があるため、近年採用

コストは増加傾向にあります。

これらの課題に対処するため、従業員が高いモチベーションを持って働ける環境の整備や人事制度の整備を行

い、必要な人材を適時に採用できるような組織体制の整備を進めてまいります。

 
⑤　経営管理体制の強化

当社が継続的に不動産管理会社や入居者に対して安定的にサービスを提供し、企業価値を継続的に向上させるた

めには、経営管理体制の更なる強化が必要と認識しております。当社は、組織が健全かつ有効、効率的に運営され

るように内部統制の整備、強化、見直しを行うとともに、コンプライアンスの強化に努めてまいります。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 
（１）ガバナンス

当社のガバナンスについては、「第４　提出会社の状況　４　コーポレート・ガバナンスの状況等　（１）コー

ポレート・ガバナンスの概要」をご参照ください。

 

（２）戦略

人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略

人材の育成に関する方針については、従業員の多様性の尊重と確保が中長期的な企業価値の向上及び持続的成長

に資するという考えに基づき、多様な人材が働き甲斐をもって活躍するための取組みを推進しております。また、

社内環境整備に関する方針として、従業員の心身の健康・活力が事業活動の基盤であると考え健康経営に取組んで

おり、４年連続で経済産業省及び日本健康会議の「健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）」の認定を受けま

した。

 
（３）リスク管理

当社では、サステナビリティ関連リスク（気候変動リスク及び人的リスク等）については、「リスクマネジメン

ト及びコンプライアンス規程」の枠組みに沿って、当社の経営に重大な影響がある他のリスクと併せてリスクコン

プライアンス委員会及び経営企画本部主導のもと一元的に把握・評価しております。重大なリスクとして特定され

たリスクは、同委員会で施策の検討及びモニタリングを実施し、当社の取締役会において審議をしております。

 
（４）指標及び目標

当社で、「(２)戦略」に記載した、人材の育成及び社内環境整備に関する方針に係る指標について、具体的な目

標を設定しておりません。今後、関連する指標のデータ収集及び分析を進め、開示項目を検討してまいります。

EDINET提出書類

株式会社スマサポ(E38200)

有価証券報告書

15/77



 

３ 【事業等のリスク】

以下において、当社の事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考え

られる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。当社は、こ

れらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社

株式に関する投資判断は、本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えておりま

す。

なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、特段の記載がない限り、当事業年度末現在において当社が判断し

たものであり、不確実性が内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

 
（１）事業環境について

①　景気の動向（景況感）等について

当社の「スマサポサンキューコール」は、入居者に対し、入居時のお礼や満足度アンケート調査の実施を代行す

るとともに、生活に必要な各種ライフラインサポート等の案内を手掛けるサービスであり、経済情勢の悪化、消費

意識の低下による個人消費の低迷や取扱い商材に関連する市況の動向等によって、事業や経営成績に影響を与える

可能性があります。

当社では、それらの顕在化リスクに備え収益性や健全性を確保するとともに、景気の動向（景況感）等の把握に

努め、必要な対応を適時に取れる体制を構築してまいります。

 
②　不動産市況について

現在、当社の主要顧客は不動産管理会社となっております。当社の提供する主力サービスは、入居者に対する電

話による新生活サポートを行う「スマサポサンキューコール」を受注することで業務改善や収益改善をもたらすも

のであり、不動産市況が冷え込むことによる新規入居者の減少により、新生活サポートにおける入居者情報の提供

数が減少した場合には、当社の事業及び業績に大きな影響を与える可能性があるため、特に重要なリスクと認識し

ております。

当社では、不動産市況に大きな影響を受けないサービスである入居者アプリ「totono」の売上シェアを拡充させ

ていくことでリスクの低減に努めてまいります。

 
③　取次手数料について

当社は、外部委託先を通じて、サービス提供事業者への契約取次等を行うことにより、当該サービスを提供する

事業者又は上位代理店から契約取次の対価として、外部委託先を通じて手数料を収受しております。販売手数料の

取引条件は、事業者により異なり、事業者の経営方針の変更等により、大幅な取引条件の変更が生じた場合には、

当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があるため、特に重要なリスクと認識しております。

当社では、多くの外部委託先やサービス提供事業者と取引を行うことで販売条件の有利な事業者との取引を継続

できるようにするとともに、不動産管理会社からの顧客紹介料についても販売手数料の変更があった際には変更で

きるようにすることでリスクの低減に努めてまいります。

 
（２）事業内容について

①　入居者アプリ「totono」について

当社では、不動産管理会社と入居者との連絡を円滑にし、断水やエレベーターの点検等の必要な情報の提供や入

居者からの相談事等を双方向で情報交換できる入居者アプリ「totono」の利用促進を図り、不動産管理会社の事業

効率化を図っておりますが、入居者アプリ「totono」の普及が想定を下回る、或いは不動産管理会社や入居者の

ニーズを入居者アプリ「totono」の機能に十分に織り込めなかった場合には、当社の事業に影響を与える可能性が

あるため、重要なリスクと認識しております。

当社では、顧客ニーズの把握を徹底的に行うことで、当社の特徴でもある不動産管理会社が利用しやすい機能の

拡充を行うことに努めてまいります。
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②　競合について

当社が提供する入居者アプリ「totono」や入居者に対して電話による新生活サポートを行う「スマサポサン

キューコール」を中心とする各種サービスは、当社と不動産管理会社との取引関係の中から浮き彫りになった様々

な課題を解消することを主眼に開発されたものであり、一定の参入障壁があるものと考えております。しかしなが

ら、資本力、マーケティング力、幅広い顧客基盤、高い知名度を有する同業他社による模倣や、資本力、マーケ

ティング力を有する他業種企業等の参入によって、当社の競争優位性が低下又は競争が激化することにより、当社

の事業及び業績に影響を与える可能性があります。当社では、引続き不動産管理会社や入居者からの様々なニーズ

を把握し、それに応えていくために、顧客である不動産管理会社とのリレーション強化や組織体制の強化、入居者

アプリ「totono」の開発力の強化等を図っておりますが、競合他社との比較優位を維持できなかった場合には、当

社事業、経営成績、財政状態に影響を与える可能性があるため、特に重要なリスクと認識しております。

当社では、当社の特徴である不動産管理会社向けのソリューションをより拡充させることにより、単なるサービ

ス提供会社ではないポジションを確立し競争優位性を保つことに努めております。

 
③　代位弁済・求償債権の回収不能リスクについて

当社が提供するサービスの中で賃貸マンションの賃借人が負う家賃債務に対する保証商品においては、保証委託

契約を締結した賃借人の家賃の滞納が発生した際に賃貸人に対して代位弁済を行っております。

そのため、国内外の経済環境や雇用環境等が著しく悪化し賃借人の家賃支払いに影響した場合、代位弁済が増加

することがあります。また、代位弁済をすることで当社が保証契約に基づき取得する求償債権の全額が回収できる

とは限らないため、賃借人の滞納家賃等の一部について未回収金が発生した場合、当社の業績や財政状態に影響を

与える可能性があるため、重要なリスクと認識しております。

当社では、代位弁済額を抑制するため、蓄積してきた賃借人の属性、家賃支払状況等に係る顧客データベースを

活用した属性分析による与信管理体制を構築し、滞納発生を抑えるようにコントロールすることに努めておりま

す。

 
④　システム障害等について

当社の運営するアプリ・サイトへのアクセスの急増等の一時的な過負荷や電力供給の停止、当社ソフトウエアの

不具合、コンピューターウイルスや外部からの不正な手段によるコンピューターへの侵入、自然災害、事故等、当

社の予測不可能な様々な要因によってコンピューターシステムがダウンした場合、当社の事業活動に支障をきたす

可能性があります。現在、全てのサーバーに関してクラウドサービスへの移行を行っておりますが、クラウドサー

ビス自体に障害が発生した場合は、当社サービスの提供に支障をきたす可能性があります。また、サーバーの作動

不能や欠陥に起因して、当社の信頼が失墜し取引停止等に至る場合や、当社に対する損害賠償請求が発生する場合

も想定され、このような場合には当社の事業及び業績に影響を与える可能性があるため、特に重要なリスクと認識

しております。

当社では、事業を安定的に継続させるために、障害発生時の社内体制の構築等を行うことでリスク顕在化の際の

影響度低減に努めております。

 
⑤　技術革新について

当社が事業を展開するインターネットを活用したテクノロジー業界においては、事業に関連する技術革新のス

ピードや顧客ニーズの変化が速く、それに基づく新機能の導入が相次いで行われております。変化に対する適切な

対応に支障が生じた場合、当社の業界における競争力が低下し、当社の事業及び業績に影響を与える可能性がある

ため、重要なリスクと認識しております。

当社では、これらの変化に対応するため、技術者の確保や必要な研修活動を行うことや顧客ニーズを適正に把握

することに努めてまいります。
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⑥　知的財産権について

当社が提供する入居者アプリ「totono」は独自性や利便性を高めるために日々機能改善に向けた開発を行ってお

りますが、開発技術には一般的なソフトウエア開発で用いられる技術を用いており、入居者アプリ「totono」に関

する技術的な特許は取得しておりません。また、内覧時における鍵の管理をシステム化するサービスである「スマ

サポ内覧サービス」については、関連する知的財産権をサービス開発時の協業先であったIHI運搬機械株式会社から

取得し、当社が管理しております。

当社による第三者の知的財産権侵害の可能性については、調査可能な範囲で対応を行っており、現時点において

当該侵害の事実はないものと認識しております。しかしながら、当社の事業分野で当社の認識していない知的財産

権が既に成立している可能性又は新たに当社の事業分野で第三者により知的財産権等が成立する可能性は否定でき

ません。そのような場合においては、当社が第三者の知的財産権等を侵害することによる損害賠償請求や差止請求

等、又はロイヤリティの支払い要求等を受けることにより、当社の事業及び業績に影響を与える可能性がありま

す。また、当社では当社の持つ商標権を侵害されないよう細心の注意を払っておりますが、他者からの侵害を把握

しきれない、もしくは適切な対応ができない場合には、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があるため、重

要なリスクと認識しております。

当社では知的財産権や商標権において、顧問弁護士の助言を受けた上で、経営会議やリスクコンプライアンス委

員会で適切に対応してまいります。

 
⑦　貸倒引当金について

当社は、貸倒懸念債権に対し個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上しておりま

す。

しかしながら、実際の貸倒れが貸倒引当金額を大幅に上回り、貸倒引当金以上の損失が計上される場合及び貸倒

引当金の計上基準を見直す必要が生じた場合は、当社の業績や財政状態に影響を与える可能性があるため、重要な

リスクと認識しております。

当社では、十分な督促回収業務を行える人員体制を整備しており、個別債権の回収率の向上に努めております。

 
⑧　新規事業展開に伴うリスクについて

当社では、入居者アプリ「totono」によるサービスを中心として、新規事業を展開する可能性があります。新規

事業の展開にあたってはその性質上、計画どおりに事業が展開できず投資を回収できなくなる可能性や、当社の業

績に影響を与える可能性があるため、重要なリスクと認識しております。

当社では、新たなサービス等については、取締役会、経営会議での十分な議論の上で取組むことによりリスクの

低減に努めてまいります。

 
⑨　風評被害について

当社は、顧客への販売活動、IR、広報等のあらゆる情報発信においてコンプライアンスに沿った対応をすること

を研修指導しておりますが、クレーム等の発生によりインターネット上の掲示板への書き込みや、それを起因とす

るマスコミ報道等によって、何らかの否定的な風評が広まった場合、その内容の正確性にかかわらず、企業イメー

ジの毀損等により、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があるため、重要なリスクと認識しております。

当社では、取締役会、経営会議やリスクコンプライアンス委員会において風評の発見や対策等を行っており、リ

スクの低減に努めてまいります。

また、当社が提供する賃貸マンションの賃借人が負う家賃債務に対する保証商品においては、滞納者に対して督

促活動を行っていく必要あります。そのため、当社及び当社が属する家賃債務保証業界に対して否定的な風評が広

まった場合、その内容の真偽に関わらず、当社の評判や事業に対する信頼が低下する可能性があり、顧客や取引先

からの信用を失い、当社の業績に影響を与える可能性があります。

当社では、訪問時間等コンプライアンスを重視した督促、回収活動を徹底するよう努めております。
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⑩　業務委託先・外注先との契約の持続性について

当社の入居者に対して新生活サポートを行う「スマサポサンキューコール」においては年間約28万５千コールの

架電を行っております。大量の架電を要することから当社自社コールセンターだけでなく、複数の業務委託先に架

電業務を委託しております。その業務委託先との契約関係が何らかの事情により持続されない場合には、業務フ

ローの引き継ぎやフリーダイヤルの再設定等を他の業務委託先に対して行う必要があるため、業務継続に負荷がか

かることから、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があるため、重要なリスクと認識しております。

当社では、複数の業務委託先コールセンターとの関係を良好に保つようにすることでリスクの低減に努めてまい

ります。

 
（３）法的規則について

①　個人情報保護法について

当社は、不動産管理会社が所有する入居者の氏名、住所、年齢、連絡先等の情報を、入居者の同意を得た上で不

動産管理会社から直接、若しくは代理店等を通じて取得しております。取得した情報は、当社のコールセンター若

しくは委託により外部のコールセンターを通じて、入居者へのアンケート並びに生活向けのサービスのご案内に活

用しております。取得した個人情報の漏えいや不正利用、消失、改ざん等の事象が生じた場合には、個人情報保護

法に基づく罰則の適用や信用失墜により、当社事業、経営成績及び財政状態に深刻な影響を与える可能性があるた

め、極めて重要なリスクと認識しております。

当社では、ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）認証を取得し、国際規格である「ISO27001」に適合

した情報の安全な管理体制を構築しており、個人情報保護法第27条の規定に則り、個人情報の取得から委託、並び

に委託先への管理を厳正に行うほか、特定個人情報等取扱規程の制定・運用並びに内部監査での確認、社内教育の

徹底を行っております。また、当社は、2018年６月に「個人情報保護マネジメントシステム‐要求事項

（JISQ15001：2006）」を満たす企業として、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）より「プライバ

シーマーク」の認定を受け、その後2020年６月より２年毎に登録を更新しております。このプロセスの中で、全役

職員の研修、教育を徹底することでリスクを低減させることに努めております。

 
②　特定商取引法について

当社は入居者に対して新生活サポートを行う「スマサポサンキューコール」サービスを提供しております。当

サービスでは電話にて入居者の新生活に対する調査（物件を決めた経緯等）を行うとともに、インターネットやラ

イフライン、ウォーターサーバー等の勧誘を行っております。電話における勧誘行為について定めた特定商取引法

の規制に該当する勧誘が発生した場合、当社事業の継続、経営成績、財政状態に深刻な影響を与える可能性がある

ため、極めて重要なリスクと認識しております。

当社では、定期的な研修を実施しコンプライアンス意識を向上させることにより、法令に沿った販売活動を行っ

ていくことでリスクの低減に努めてまいります。

 
③　それ以外の各種規制について

当社が運営している不動産管理会社向けソリューション提供事業においては、入居者に対して新生活サポートを

行う「スマサポサンキューコール」や入居者対応業務を円滑にするための入居者アプリ「totono」等を提供してお

ります。これらのサービスは各種法的規制を受けており、具体的には、特に、「特定商取引法」、「個人情報保護

法」の規制に関しては極めて重要であり、それ以外にも、「電子消費者契約法」、「不正アクセス行為の禁止等に

関する法律」、「消費者契約法」、「不当景品類及び不当表示防止法」等といった法的規制の対象となっておりま

す。また、当社は、外部委託先を中心に事業を展開しているため、これら法的規則は外部委託先にも及びます。

今後インターネット関連事業者やコールセンター事業者を対象として法的規制の制定又は改正がなされること

で、当社の業務の一部が制約を受ける場合、又は新たな対応を余儀なくされる場合、当社の事業及び業績に影響を

与える可能性があるため、特に重要なリスクと認識しております。

当社では、各種法的規制に関して、法令遵守体制の整備・強化、社員教育を行うことにより、コンプライアンス

体制の強化に努めるとともに、外部委託先に対する、個人情報管理体制等のチェックを強化し、業務監査を定期的

に実施することで、品質管理・品質確保を図ることに努めております。
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④　訴訟について

当事業年度末現在において、当社が当事者として関与している訴訟手続きはありません。しかしながら、当社の

今後の事業展開において、第三者への権利侵害があった場合等には、当社に対して、損害賠償請求等の訴訟その他

の法的手続きが行われる可能性があります。その訴訟等の内容や、損害賠償の金額によっては、当社の事業及び業

績に影響を及ぼす可能性があるため、重要なリスクと認識しております。

当社では、取締役会や経営会議、リスクコンプライアンス委員会においてトラブル等の内容を共有しており、今

後の訴訟発展に至るリスクを低減させるよう努めております。

 
（４）組織体制について

①　小規模組織であること

当社は、小規模な組織であり、現在の内部管理体制もこれに応じたものになっております。そのため、代替性等

の面で十分な人員、体制とは言えず、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。また、現在当社は従

業員の多くが近接した地域に在住しているため、自然災害や火災等の大きなアクシデントが起きた場合、損害が集

中しやすく、事業の継続に影響が出る可能性があるため、重要なリスクと認識しております。

今後の事業拡大に応じて、従業員の育成、人員の採用を行うとともに業務執行体制の充実を継続的に図っていく

とともに、リモートワークの推奨や業務互換性の向上等を平時から行うことでリスクの低減に努めてまいります。

 
②　特定人物への依存について

当社代表取締役社長である小田慎三をはじめとする経営陣は、不動産管理業界に精通し、多くのノウハウを有し

ております。また、経営戦略及び事業戦略の決定等において、重要な役割を有しております。小田慎三をはじめと

する経営陣が何らかの理由により退任、退職等をした場合には当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があるた

め、重要なリスクと認識しておりますが、その顕在性は低いものと認識しております。

当社では、他の社員への権限委譲や、ノウハウの組織知化を推進することで、できる限り当社の事業に対する影

響を軽減できるような体制を構築することに努めてまいります。

 
③　大株主について

当社では、太田卓利氏、同氏と近親者が株式を有する株式会社CABO DA ROCA、及び太田玲氏が、当事業年度末現

在において当社の発行済株式数の53.90％を保有しております。今後何らかの事情により、大株主である同人の株式

が減少した場合には、当社株式の市場価格及び議決権行使の状況等に影響を及ぼす可能性があるため、重要なリス

クと認識しております。

 
④　関連当事者取引について（TAKUTOグループとの取引について）

当社は、2019年９月まで株式会社宅都ホールディングス（現　株式会社TAKUTO INVESTMENT）の100％子会社であ

りました。株式会社TAKUTO INVESTMENTの株主は太田卓利氏であり、当事業年度末現在においても同社及びそのグ

ループ会社との取引は関連当事者取引に該当します。その取引条件等が恣意的に決定された際には、財務諸表に虚

偽表示が発生する可能性があるため、重要なリスクと認識しております。

当社では、関連当事者取引の必要性、またその取引条件の妥当性、合理性について取締役会で当該関連当事者取

引の発生時及び継続的取引においても年に一度の入念な協議の上、承認を行うことでリスクの低減に努めてまいり

ます。

 
⑤　IT人材の確保について

当社では、人材採用及び人材育成を重要な課題と位置付けており、特に、今後当社が成長する上で重要なサービ

スである入居者アプリ「totono」は更なる機能拡充が求められていることから、ITに精通した人材の確保が重要だ

と認識しております。IT人材はその希少性から市場においても確保することが困難になっており、想定する人材が

確保できない場合には当社の事業及び業績に影響を与える可能性があるため、重要なリスクと認識しております。

当社では、IT人材を含めた人材を確保し、かつ離職を防ぐために、ホワイト企業アワード認定や健康経営優良法

人の認定等の外部機関からも評される環境を整えることにより、優秀な人材を安定的に雇用し続けることを実現

し、リスクの低減に努めてまいります。
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（５）その他

①　配当政策について

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、経営成績及び財政状態を勘案し、利益還元策

を決定していく所存であります。しかしながら、当社は未だ内部留保が充実しているとはいえず、創業以来配当を

行っておりません。また、当社は現在、成長過程にあると考えており、内部留保の充実を図り、事業の効率化と事

業拡大のための投資等に充当し、なお一層の業容拡大を目指すことが、株主に対する最大の利益還元に繋がると考

えております。将来的には、各期の経営成績及び財政状態を勘案しながら株主への利益還元を検討していく方針で

あり、株主優待制度の創設など株主還元を進めておりますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期

等については未定であります。

 
②　新株予約権の行使による株式価値の希薄化について

当事業年度末現在におけるストック・オプションによる新株予約権の個数は1,600個であり、発行済株式総数

2,405,200株の6.65％に相当しております。当社の株価が行使価額を上回り、かつ権利行使についての条件が満たさ

れ、これらの新株予約権が行使された場合には、１株当たりの株式価値が希薄化することになります。

 
③　自然災害等について

当社拠点や従業員の居住地に甚大な被害をもたらす災害の発生時には、当社事業も大きな影響を受け、円滑な事

業活動に支障を来たす可能性があるため、重要なリスクと認識しております。

当社では、地震、台風等の自然災害等の事象が発生する場合に備えて、事業継続計画（BCP）を策定し、定期的に

社内研修等を実施しております。また、複数拠点を有しており、平常時からリモートワーク等を含めた柔軟な働き

方を行うことでリスクの低減に努めてまいります。

 

EDINET提出書類

株式会社スマサポ(E38200)

有価証券報告書

21/77



 

４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概況

当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という)の状況の概要は次のとおりで

あります。

 
①　財政状態の状況

（資産）

　当事業年度末における資産合計は、前事業年度末に比べ141,417千円増加し、830,992千円となりました。

　流動資産は、前事業年度末に比べ89,218千円増加し、528,162千円となりました。これは主に、立替金が13,477千円

減少した一方で、現金及び預金が86,894千円、売掛金が16,885千円増加したこと等によります。

　固定資産は、前事業年度末に比べ52,199千円増加し、302,830千円となりました。これは主に、工具、器具及び備品

（純額）が2,994千円、ソフトウエア仮勘定が21,007千円、繰延税金資産が16,253千円減少した一方で、ソフトウエア

が91,272千円増加したこと等によります。

 
（負債）

　当事業年度末における負債合計は、前事業年度末に比べ11,235千円増加し、259,501千円となりました。

　流動負債は、前事業年度末に比べ12,000千円増加し、255,931千円となりました。これは主に、未払消費税等が

9,548千円、前受収益が12,085千円減少した一方で、未払金が23,084千円、未払法人税等が10,947千円増加したこと等

によります。

　固定負債は、前事業年度末に比べ765千円減少し、3,569千円となりました。これは、保証履行引当金が765千円減少

したことによります。

 
　（純資産）

　当事業年度末における純資産合計は、前事業年度末に比べ130,182千円増加し、571,491千円となりました。これは

主に、繰越利益剰余金が130,228千円増加したこと等によります。

 
②　経営成績の状況

当事業年度における我が国経済は、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果により、穏やかな回復が続くことが期

待されております。一方で、米国の通商政策の影響による景気下振れリスクや、物価上昇の継続による消費者マイン

ドの低下が個人消費に与える影響、さらに金融・資本市場の変動など、依然として不確実性の高い経済環境が続いて

おります。

当社が主にサービスを提供する不動産業界におきましては、入居者のライフスタイルの多様化や都心部を中心とし

た堅調な需要を背景に、既存物件の稼働率はおおむね安定的に推移しております。今後もインバウンド需要の持続や

企業活動の回復により、底堅い市場環境が見込まれる一方で、デジタル技術を活用した業務効率化やサービス品質向

上へのニーズは、ますます高まりを見せております。

このような状況の下、当社の主力サービスである「スマサポサンキューコール」及び入居者アプリ「totono」につ

きましては、引き続き高い需要を維持しております。「スマサポサンキューコール」においては、コンタクト数は前

期比でわずかに減少したものの、提案商材の拡充等によるアップセルが奏功し、顧客単価は上昇基調で推移いたしま

した。また、入居者アプリ「totono」におきましては、従来のtotono1.0に入居者対応業務のアウトソーシングを付加

したtotono2.0の販売に注力いたしました。totono2.0では、入居者とのチャット対応業務を当社が代行することで、

管理会社が本来注力すべきコア業務へリソースを集中できる環境を創出いたします。同時に、入居者の満足度に直結

する迅速な問題解決を実現しております。今後においても、管理会社と入居者の双方にとって付加価値の高いサービ

スを提供すべく、totono2.0の機能拡充及び導入促進に引き続き取組むとともに、人的資本投資、株主還元、AI分野で

の積極的な研究開発など長期的な成長への投資を充実させてまいります。

以上の結果、当事業年度の売上高は2,816,558千円（前期比5.3％増）、営業利益は190,339千円（前期比75.6％

増）、経常利益は191,060千円（前期比69.2％増）、当期純利益は130,228千円（前期比22.7％増）となりました。

なお、当社は不動産管理会社向けソリューション提供事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省

略しております。

 
　③ キャッシュ・フローの状況

　当事業年度における現金及び現金同等物の残高は前事業年度末に比べて、86,894千円増加し、372,651千円となり
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　ました。

各活動区分別のキャッシュ・フローの状況及び主な要因は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは194,153千円の収入（前事業年度は201,588千円の収入）

となりました。これは主に、税引前当期純利益190,873千円の計上、減価償却費59,316千円の計上、売上債権の増加

16,885千円、法人税等の支払額32,727千円等によるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、107,073千円の支出（前事業年度は84,638千円の支出）

となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出104,955千円等によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、184千円の支出（前事業年度は269千円の支出）となり

ました。これは、リース債務の返済による支出138千円等によるものであります。

 
④ 生産、受注及び販売の実績

a.生産実績

　該当事項はありません。

 
b.受注実績

　該当事項はありません。

 
c.販売実績

　当事業年度における販売実績は次のとおりであります。なお、当社は不動産管理会社向けソリューション提供事業

のみの単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
 

セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(%)

不動産管理会社向けソリューション提供事業 2,816,558 105.3

合計 2,816,558 105.3
 

 
(注)１．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合

相手先

前事業年度
(自 2023年10月１日
　至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
　至 2025年９月30日)

金額(千円) 割合(%) 金額(千円) 割合(%)

株式会社ストエネ 514,938 19.3 755,632 26.8

株式会社アライアンステクノロジー 641,552 24.0 617,433 21.9

株式会社すまえる 406,269 15.2 － －
 

２．販売実績が総販売実績の100分の10未満の相手先については記載を省略しております。
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(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

 
①　財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容については、「第２ 事業の状況　４　経営者による財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(1) 経営成績等の状況の概況 ①財政状態の状況、②経営成

績の状況」に含めて記載しております。

 
②　キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

a.キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フローの分析につきましては、「第２ 事業の状況　４ 経営者による財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況の分析（1）経営成績等の状況の概況 ③キャッシュ・フローの状況」に記載のとおり

であります。

 
b.資本の財源及び資金の流動性

当社の資本の財源及び資金の流動性については、販売費及び一般管理費等の運転資金需要及びシステムやソフ

トウエア等への設備投資需要に対して、主として営業活動により得られた資金で対応しております。また、売掛

金の未回収等の突発的な事象に備え、取引金融機関と当座貸越契約、コミットメントライン契約の締結により必

要資金を調達できる体制をとっております。

 
③　重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に基づき作成しておりま

す。繰延税金資産の回収可能性や固定資産の減損損失の判定に使用する事業計画については「第２ 事業の状況　

１　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 （２）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標

等」に記載したとおり、今後も継続し業績が拡大するとの仮定のもと作成しております。ただし、景気の動向や

事業環境の変動等により当初見込んでいた収益が得られなかった場合、実際の結果は見積りと異なる場合があり

ます。

財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりであります。

 
固定資産の減損損失

当社は、固定資産の収益性の低下により、固定資産の回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。減損の兆候の把握、減損損失の認識

及び測定に当たっては決算時点で入手可能な情報や資料に基づき慎重に検討し、各資産又は資産グループともに

減損の兆候はないと判断しておりますが、消費の動向や市場環境の変化、競合他社の参入等により、当初見込ん

でいた収益が得られなかった場合や将来の売上計画等に変更があった場合、当社の翌事業年度以降の財務諸表に

おいて減損損失が発生する可能性があります。
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５ 【重要な契約等】

当社が締結している重要な契約

契約の相手方 契約名 契約期間 契約の目的

大東建託パートナー
ズ株式会社

資本業務提携契約
（注１）

2022年７月22日から
2023年７月21日まで
以後１年ごとの自動
更新

・不動産管理業界におけるDX推進

・両社が有する各種商材販売の代行・委託による収益の

相互拡大

・コールセンターの協業

・当社から大東建託パートナーズ株式会社に対する管理

受託案件並びに事業譲渡案件の情報提供

・両社の継続的な発展

・その他、両社が合意した事項

株式会社リクルート
業務提携契約
（注２）

2023年８月23日から
2024年８月22日まで
以後１年ごとの自動
更新

次の提携業務に関する推進

・顧客送客業務

・入居申込者送客支援業務

株式会社エポスカー
ド

保証人代行サービ
ス利用に関する契
約書（注３）

2024年１月１日から
2024年12月31日まで
以後１年ごとの自動
更新

 次の提携業務に関する推進

・保証業務手続き

・督促対応等
 

（注１）

大東建託パートナーズ株式会社との間で資本業務提携を締結しております。その主たる目的は、両社が協業し、不

動産管理業界におけるDX推進を目指すものであります。具体的には、大東建託パートナーズ株式会社の商材である

「ruum」と当社の入居者アプリ「totono」を接続することでより、不動産管理会社にとっても入居者にとっても利便

性を高めていくことを目的としております。

　更に、大東建託パートナーズ株式会社との間で、当社が有する各種商材の販売も進行しているところであります。

具体的には、2022年９月には当社の「スマサポ内覧サービス」を販売しております。また、2023年８月より「スマサ

ポサンキューコール」の導入も開始されております。

　このように、当社にとって大東建託パートナーズ株式会社との取引ボリュームは大きくなってくることが想定さ

れ、その開始時期や想定取引量によっては、当社の業績に影響を与えることから重要な契約であるものと考えており

ます。

 
（注２）

株式会社リクルートとの間で業務提携契約を締結しております。本契約の主たる目的は、以下の提携業務を協力し

て推進することを目的とするものであります。当社にとって「スマサポサンキューコール」は重要なサービスの一つ

であり、そのサービスを推進していくための業務提携であることから重要な契約であるものと考えております。

　（１）顧客送客業務

当社及び株式会社リクルートが、自身の顧客に対し相手方が提供するサービスを紹介し、当該顧客を相手方に送

客すること。

　（２）不動産管理会社から当社への入居者送客支援業務

入居申込者が「申込サポートbySUUMO」を通して管理会社に対して物件の入居申込を行い、入居申込時に当社によ

る付帯サービスの紹介を希望した場合、管理会社から当社に対して入居申込者を送客した上で当社が入居申込者に

対して「スマサポサンキューコール」により入居時の付帯サービスの紹介を行っております。

 
（注３）

株式会社エポスカードとの間で保証人代行サービスの利用に関する契約書を締結しております。本提携により、家

賃保証サービスにおいて、保証契約手続き・督促対応等の業務を株式会社エポスカードと連携して行うことで、当社

における保証業務の効率化を実現させることを目的としております。また、両社のもつ営業基盤を活用して新規開拓

にも注力することで取引ボリュームが大きくなっていくことが予想されることから重要な契約であるものと考えてお

ります。
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６ 【研究開発活動】

　　該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当事業年度の設備投資の総額は105,410千円であります。その主な内容は、入居者アプリ「totono」の開発等を中心

とするソフトウエアの充実・強化等であります。

なお、当社は不動産管理会社向けソリューション提供事業のみの単一セグメントであるため、セグメント別の記載

を省略しております。

 

２ 【主要な設備の状況】

当社における主要な設備は、次のとおりであります。

      2025年９月30日現在

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)

建物
工具、器具
及び備品

ソフト
ウエア

ソフトウエア
仮勘定

合計

大阪オフィス
(大阪府大阪市中央区)

本社機能 0 897 238,072 15,238 254,208 55(5)
 

(注) １．現在休止中の主要な設備はありません。

２．大阪オフィスは、賃貸借契約により使用しているものであり、年間賃借料は12,062千円であります。

３．当社は、不動産管理会社向けソリューション提供事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報に

関連付けた記載は行っておりません。

４．従業員数の（ ）は、臨時従業員数を外書きしております。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

 

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 8,000,000

計 8,000,000
 

 
② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
 発行数(株)

 (2025年９月30日)

提出日現在
 発行数(株)

 (2025年12月18日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,405,200 2,405,200
東京証券取引所
グロース市場

 完全議決権株式であり、権利内容
に何ら限定のない当社における標
準となる株式であります。
 なお、単元株式数は100株であり
ます。

計 2,405,200 2,405,200 － －
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

決議年月日 2021年３月12日

付与対象者の区分及び人数（名）※ 当社取締役　４

新株予約権の数(個)※ 1,600(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　160,000(注)１、５

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1,000(注)２、５

新株予約権の行使期間※ 2021年４月１日～2031年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1,000(注)５
資本組入額 500(注)５

新株予約権の行使の条件※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権は譲渡できないものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)４
 

 ※　当事業年度の末日（2025年９月30日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在（2025年11

月30日）において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割又は株式併合の比率
 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算

式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

 
調整後払込金額

 
＝

 
調整前払込金額

 
×

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
 

３．新株予約権の行使の条件

　①　新株予約権者は、その行使時において、当社の役員、当社の従業員又は当社が承認する社外の協力者の地

位にあることを要する。ただし、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社が認める正当な理由があ

る場合にはこの限りではない。

　②　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。

　③　新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間（１月１日から12月31日まで）の合計額は、

1,200万円を超えてはならない。

　④　新株予約権者は、租税特別措置法第29条の２第１項第６号の規定に従い、新株予約権の行使により取得す

る当社の株式を当社が指定する証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行う。なお、

かかる証券業者については、追って当社より新株予約権者に通知する。

　⑤　新株予約権者は、それぞれ付与された本新株予約権の内２分の１については、当社が東証グロース市場へ

新規上場した場合において、当該新規上場の日から２年を経過した時点以降、行使できるものとする。

　⑥　その他の条件については、新株予約権にかかる契約に定めるところによる。

４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生日に

おいて残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合に

つき、組織再編成行為時に定める契約書又は計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編成行為時に定

める契約書又は計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株

式会社（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合におい

ては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

５．2022年７月２日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の

目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2022年２月28日
（注）１

467 22,117 49,999 142,499 49,999 132,499

2022年７月２日
（注）２

2,189,583 2,211,700 － 142,499 － 132,499

2022年12月28日
（注）３

150,000 2,361,700 55,200 197,699 55,200 187,699

2023年１月30日
（注）４

43,500 2,405,200 16,008 213,707 16,008 203,707
 

(注)１．有償第三者割当

発行価格　　　　214,132円

資本組入額　　　107,066円

割当先　　　　　Hamagin DG Innovation 投資事業有限責任組合

(注)２．株式分割（1：100）によるものであります。

(注)３．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

発行価格　　　　　　800円

引受価額　　　　　　736円

資本組入額　　　　　368円

(注)４．有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）

発行価格　　　　　　736円

資本組入額　　　　　368円

割当先　　　　　みずほ証券株式会社
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(5) 【所有者別状況】

       2025年９月30日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)
単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

－ 1 13 18 11 10 947 1,000 －

所有株式数
(単元）

－ 18 406 10,626 253 125 12,613 24,041 1,100

所有株式数
の割合(％)

－ 0.07 1.69 44.20 1.05 0.52 52.47 100.00 －
 

(注) 自己株式43株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社CABO DA ROCA 大阪市中央区高麗橋3-2-7-2F 790,000 32.85

太田　卓利 大阪府豊中市 443,300 18.43

大東建託パートナーズ株式会社 東京都港区港南2-16-1 140,000 5.82

Hamagin DG Innovation投資事業
有限責任組合

東京都渋谷区宇田川町15-1 116,700 4.85

太田　玲 大阪府豊中市 63,000 2.62

株式会社三好不動産 福岡市中央区今川1-1-1 50,000 2.08

ENECHANGE株式会社 東京都港区虎ノ門3-2-2-2F 47,000 1.95

小田　慎三 大阪市北区 32,300 1.34

衣笠　賢二 大阪府箕面市 30,000 1.25

地域とトモニ１号投資事業有限
責任組合

京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町659
番地

25,000 1.04

計 － 1,737,300 72.23
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2025年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等) － － －

完全議決権株式(その他) 普通株式 2,404,100
 

24,041

完全議決権株式であり、権利内容に何
ら限定の無い当社における標準となる
株式であります。なお、単元株式数は
100株であります。

単元未満株式 普通株式 1,100
 

－ －

発行済株式総数 2,405,200 － －

総株主の議決権 － 24,041 －
 

(注) 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が43株含まれております。

 
② 【自己株式等】

  該当事項はありません。

 
２ 【自己株式の取得等の状況】
 

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得
 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

　　　該当事項はありません。

 
(2) 【取締役会決議による取得の状況】

　　該当事項はありません。

 
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 43 46

当期間における取得自己株式 － －
 

(注) 当期間における取得自己株式には、2025年12月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。
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(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割
に係る移転を行った取得自己株式

－ － － －

その他(　　－　　) － － － －
     

保有自己株式数 43              － 43              －
 

(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年12月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。

 
３ 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、経営成績及び財政状態を勘案し、利益還元策を

決定していく所存であります。しかしながら、成長過程にある現時点の当社においては、内部留保の充実を図り、事

業の効率化と事業拡大のための投資等に充当し、なお一層の業容拡大を目指すことが、株主に対する最大の利益還元

に繋がると考えており、創業以来配当は行っておりません。

当社の剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であり、期末配当

の年1回を基本方針としております。将来的には、各期の経営成績及び財政状態を勘案しながら株主への利益還元を検

討していく方針であり、株主優待制度の創設など株主還元を進めておりますが、現時点において配当実施の可能性及

びその実施時期等については未定であります。

なお、当社は中間配当を取締役会決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、継続的に企業価値を向上させるためには、コーポレート・ガバナンスの強化が必要であると認識しており、

法令・企業倫理の遵守、経営の意思決定の迅速化、経営の監督機能の強化及び経営の透明性の確保を重要な課題と考え

ております。

 
②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ．当該体制を採用する理由

　当社は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。また、内部

監査部門である内部監査室を設置しており、各機関が相互に連携し役割を果たすことによりコーポレート・ガバナンス

が有効に機能し、持続的な成長及び中長期的な企業価値向上に資すると考え、現状の体制を採用しております。

 
ロ．企業統治の体制の概要

　当社の企業統治の体制は、以下の図のとおりであります。

 
a.取締役会

　当社の取締役会は、代表取締役社長小田慎三が議長を務め、藤井裕介、森田団、室之園和也、角田千佳の取締役５名

（うち社外取締役は角田千佳の１名）で構成されております。取締役会は、迅速かつ効果的、効率的な意思決定を行え

るよう毎月１回定時取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は経営の

重要事項の審議、決定、業務執行の進捗確認等の重要な意思決定機関として運用されております。また、取締役会には

全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監督できる体制となっております。

 なお、当社は、2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案

しており、当該議案が承認可決されますと、取締役５名（うち社外取締役１名）となる予定です。
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　取締役会の活動状況

　当事業年度において当社は原則月１回の取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当事業年

度においては、当社は17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

氏名 開催回数 出席回数

小田　慎三 17回 17回

藤井　裕介 17回 17回

森田　団 17回 17回

室之園　和也 17回 17回

角田　千佳 17回 17回
 

 取締役会における具体的な検討内容として、法令および定款に定められた事項の他、会社の経営方針や事業戦略の策

定、重要な業務執行に関する事項の決議を行っております。また、各取締役より業務執行状況の報告を受け、当社の重

要な経営課題について適切な対策を講じるための協議を行っております。

 
b.監査役会

　当社の監査役会は、岡田良哉、永井文隆、大森彩香の監査役３名（うち社外監査役３名）で構成されており、岡田良

哉を常勤監査役と定め、取締役の職務執行の監督を行っております。各監査役は、監査計画に基づいて、監査を実施す

るとともに、監査役会を月１回実施し、情報共有に努めております。

　また、株主総会や取締役会をはじめとする社内の重要会議に出席し意見を述べるとともに、代表取締役と定期的な意

見・情報交換や各取締役から適宜業務執行の状況について説明を求めること等により業務の遂行状況を監督しておりま

す。また、内部監査室や会計監査人と連携し、有効かつ効率的な監査を実施しております。

 なお、当社は、2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役３名選任の件」を提案

しており、当該議案が承認可決されますと、監査役３名（うち社外監査役３名）となる予定です。

 
c.内部監査室

　当社における内部監査につきましては、監査部門として代表取締役直轄の内部監査室を設置しており、内部監査業務

を専任１名が実施しております。年間の内部監査計画に則り監査を実施し、監査結果については代表取締役に都度報告

する体制となっております。内部監査室が取締役会に対して直接報告を行う体制は取っていませんが、内部監査の実効

性を確保するための取組みとして、監査結果を代表取締役社長のみならず、経営会議、監査役会において報告しており

ます。

 
d.経営会議

　経営会議は、代表取締役社長小田慎三が議長を務め、取締役４名及び常勤監査役１名、代表取締役社長の指名する従

業員で構成されております。経営会議は原則毎月２回開催され、取締役会へ上程する議題、業績に関する進捗状況及び

今後の業績見込み等について、協議、審議及び伝達を行っております。

 
e.リスクコンプライアンス委員会

　リスクコンプライアンス委員会は、「リスクマネジメント及びコンプライアンス規程」に基づき構成しており、代表

取締役社長小田慎三が委員長を務め、委員長及び委員長指名の委員が出席のもと、原則として月２回開催しておりま

す。基本方針、計画及び体制の策定、関係規則、マニュアル等の策定等について協議し、コンプライアンス体制の充実

に向けた意見の交換を行っております。

 
f.報酬委員会

　報酬委員会は、代表取締役社長１名、社外取締役１名、社外監査役３名（うち１名は常勤）で構成され、取締役の報

酬等に関する事項、その他経営上の重要事項で取締役会が必要と認めた事項等について審議し、取締役会に答申してお

ります。当事業年度において報酬委員会を１回開催しており、全員が出席しております。
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③　企業統治に関するその他の事項

イ．内部統制システムの整備の状況

　当社は内部統制システムとして、各種社内規程の整備、運用により、決裁制度や報告体制を構築し、業務の適正性を

確保しております。なお、これらについては、取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を決議してお

ります。

 
ロ．リスク管理体制の整備の状況

　当社は、コンプライアンスの徹底と社会的な信用の向上を図ることを目的として、リスクマネジメント及びコンプラ

イアンス規程を制定しております。また、リスクコンプライアンス委員会において、リスクマネジメント活動全般を適

宜確認し、対応方針及び対応策の検討・策定を行い、リスク対応主管部門と連携し、対応を実施しております。

　また、当社では、法務、税務、労務等に係る外部の専門家と顧問契約を締結しており、日ごろから指導や助言を得る

体制を整備しております。

 
ハ．責任限定契約の内容の概要

　当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び監査役との間にお

いて、会社法第423条第１項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定め

る額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び

監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

 
ニ．取締役の定数

　当社の取締役は５名以内とする旨定款に定めております。

 
ホ．取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないもの

とする旨定款に定めております。

 
ヘ．株主総会の特別決議要件

　当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議要件について、議決権を行使す

ることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上に当た

る多数をもって行う旨定款に定めております。

 

ト．取締役会決議事項とした株主総会決議事項

a.自己株式の取得

　当社は自己株式の取得について、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自

己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、経済情勢の変化に応じて財務戦略等の経営戦略

を機動的に遂行するためであります。

 
b.中間配当

　当社は取締役会の決議によって、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対

し、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当ができる旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元

を行うためであります。
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(2) 【役員の状況】

　①　役員一覧

ａ.2025年12月18日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

　　男性6名　女性2名(役員のうち女性の比率25.0％)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

代表取締役

社長
小田　慎三 1969年10月15日

2001年10月 株式会社パソナ入社

2003年６月 株式会社宅都入社

2016年９月 当社代表取締役社長就任(現任)

(注)３ 32,300

代表取締役　

副社長
藤井　裕介 1982年10月７日

2005年４月 株式会社京都銀行入行

2011年10月 株式会社宅都入社

2016年９月 当社取締役就任

2021年12月 当社常務取締役就任

2023年１月 当社専務取締役就任

2023年５月 株式会社プラスサムジャパン取締役就任（現任）

2023年12月 当社代表取締役副社長就任(現任)

(注)３ 17,300

取締役 森田　団 1978年７月31日

2001年４月 株式会社エフビクス関西入社（現　株式会社テイク-ワン）

2002年７月 株式会社宅都入社

2016年９月 当社取締役就任（現任）

(注)３ 17,000

取締役 室之園　和也 1979年８月６日

2003年10月 朝日監査法人（現　有限責任あずさ監査法人）入所

2011年９月 株式会社宅都入社

2017年２月 当社常勤監査役就任

2020年６月 当社取締役就任（現任）

(注)３ 17,000

取締役 角田　千佳 1985年５月１日

2008年４月 野村證券株式会社入社

2010年10月 株式会社サイバーエージェント入社

2013年５月 株式会社エニタイムズ代表取締役就任（現任）

2016年９月 株式会社アドベンチャー監査役就任（現任）

2019年９月 株式会社Qnoir取締役就任

2019年12月 一般社団法人Startup Lady協会理事就任

2021年12月 当社取締役就任（現任）

(注)３ ―

常勤監査役 岡田　良哉 1979年５月14日

2005年12月 中央青山監査法人入所

2007年８月 監査法人トーマツ（現　有限責任監査法人トーマツ）入所

2011年10月 蝶理株式会社入社

2015年５月 岡田良哉会計事務所設立（現任）

2020年６月 当社常勤監査役就任（現任）

(注)４ ―

監査役 永井　文隆 1977年２月20日

2005年12月 監査法人トーマツ（現　有限責任監査法人トーマツ）入所

2011年８月 永井文隆公認会計士事務所設立（現任）

2015年６月 クルーズ株式会社社外取締役就任（現任）

2018年６月 株式会社AURUM代表取締役社長就任（現任）

2019年12月 当社監査役就任（現任）

2021年２月 株式会社POPER社外監査役就任（現任）

(注)４ 10,000

監査役 大森　彩香 1978年９月28日

2006年10月 三宅・今井・池田法律事務所入所

2008年10月 ウィザーズ総合法律事務所入所

2009年６月 クルーズ株式会社社外監査役就任

2011年９月 濱田法律事務所入所

2012年１月 公益財団法人日本数学検定協会監事就任（現任）

2019年12月 当社監査役就任（現任）

2021年４月 株式会社INGS社外取締役就任（現任）

2024年４月 大森法律事務所設立（現任）

(注)４ ―

計 93,600
 

(注) １．取締役　角田　千佳は、社外取締役であります。

２．監査役　岡田　良哉、永井　文隆、大森　彩香は、社外監査役であります。

３．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2022年９月16日開催の臨時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時まででありま

す。
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ｂ.2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役３名選

任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。な

お、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職

等）を含めて記載しております。

　　男性6名　女性2名(役員のうち女性の比率25.0％)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

代表取締役

社長
小田　慎三 1969年10月15日

2001年10月 株式会社パソナ入社

2003年６月 株式会社宅都入社

2016年９月 当社代表取締役社長就任(現任)

(注)３ 32,300

代表取締役　

副社長
藤井　裕介 1982年10月７日

2005年４月 株式会社京都銀行入行

2011年10月 株式会社宅都入社

2016年９月 当社取締役就任

2021年12月 当社常務取締役就任

2023年１月 当社専務取締役就任

2023年５月 株式会社プラスサムジャパン取締役就任（現任）

2023年12月 当社代表取締役副社長就任(現任)

(注)３ 17,300

取締役 森田　団 1978年７月31日

2001年４月 株式会社エフビクス関西入社（現　株式会社テイク-ワン）

2002年７月 株式会社宅都入社

2016年９月 当社取締役就任（現任）

(注)３ 17,000

取締役 室之園　和也 1979年８月６日

2003年10月 朝日監査法人（現　有限責任あずさ監査法人）入所

2011年９月 株式会社宅都入社

2017年２月 当社常勤監査役就任

2020年６月 当社取締役就任（現任）

(注)３ 17,000

取締役 角田　千佳 1985年５月１日

2008年４月 野村證券株式会社入社

2010年10月 株式会社サイバーエージェント入社

2013年５月 株式会社エニタイムズ代表取締役就任（現任）

2016年９月 株式会社アドベンチャー監査役就任（現任）

2019年９月 株式会社Qnoir取締役就任

2019年12月 一般社団法人Startup Lady協会理事就任

2021年12月 当社取締役就任（現任）

(注)３ ―

常勤監査役 岡田　良哉 1979年５月14日

2005年12月 中央青山監査法人入所

2007年８月 監査法人トーマツ（現　有限責任監査法人トーマツ）入所

2011年10月 蝶理株式会社入社

2015年５月 岡田良哉会計事務所設立（現任）

2020年６月 当社常勤監査役就任（現任）

(注)４ ―

監査役 永井　文隆 1977年２月20日

2005年12月 監査法人トーマツ（現　有限責任監査法人トーマツ）入所

2011年８月 永井文隆公認会計士事務所設立（現任）

2015年６月 クルーズ株式会社社外取締役就任（現任）

2018年６月 株式会社AURUM代表取締役社長就任（現任）

2019年12月 当社監査役就任（現任）

2021年２月 株式会社POPER社外監査役就任（現任）

(注)４ 10,000

監査役 大森　彩香 1978年９月28日

2006年10月 三宅・今井・池田法律事務所入所

2008年10月 ウィザーズ総合法律事務所入所

2009年６月 クルーズ株式会社社外監査役就任

2011年９月 濱田法律事務所入所

2012年１月 公益財団法人日本数学検定協会監事就任（現任）

2019年12月 当社監査役就任（現任）

2021年４月 株式会社INGS社外取締役就任（現任）

2024年４月 大森法律事務所設立（現任）

(注)４ ―

計 93,600
 

(注) １．取締役　角田　千佳は、社外取締役であります。

２．監査役　岡田　良哉、永井　文隆、大森　彩香は、社外監査役であります。

３．2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2029年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

EDINET提出書類

株式会社スマサポ(E38200)

有価証券報告書

38/77



 

　②　社外役員の状況

当社の社外取締役は１名であり、社外監査役は３名であります。

社外取締役の角田千佳は、会社経営者として培った豊富な知識と経験を有しており、これまでの知見を活かし当

社の企業価値の向上を図るため、独立的な立場で監督、提言に努めております。

社外監査役の岡田良哉は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計・内部統制に関する専門的な知

識及び豊富な経験等を活かして当社の監査体制の強化に努めております。

社外監査役の永井文隆は、公認会計士としての専門的な知識・経験を有しているとともに、経営者及び経営コン

サルタントとしての豊富な経験及び知見等を当社監査体制に活かし客観的な立場から当社の監査体制の強化に努め

ております。

社外監査役の大森彩香は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的

視点で独立性をもった経営の監視と有効な助言をもって当社の監査体制の強化に努めております。

なお、社外監査役の永井文隆は当社普通株式10,000株を保有しておりますが、これら以外の人的関係、資本的関

係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役に関しては会社法第427条第１項

の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限

度額は、法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外

監査役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。当社では、社外取締役

及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しまして

は、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にして

おります。

 
③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

制部門との関係

社外取締役は、取締役会で事業の状況や監査役監査の結果等の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の

適正性を確保するための助言・提言、業務執行に関する監督を行っております。

社外監査役は、常勤監査役を中心に監査役会で情報の共有を行い、独立した立場で取締役の業務執行に関する監

査・監督を行っております。

社外監査役は内部監査室と相互に緊密な連携を保ち、組織的かつ効果的な監査を実施できるように努めておりま

す。常勤監査役は監査計画と監査結果について内部監査室から定期的に詳細な報告を受け、必要に応じて監査役会

で報告する等情報の共有を図っております。

内部統制に関しては、内部監査担当者が会計監査人と連携を取りながら内部統制の運用・評価を行っておりま

す。社外監査役は内部統制状況について内部監査担当者及び会計監査人から報告を受け、監査役会における社外監

査役からの意見を、内部監査担当者にフィードバックを行い内部統制運用に活かしております。
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(3) 【監査の状況】

　①　監査役監査の状況

当社の監査役会は常勤監査役１名及び非常勤監査役２名の３名で構成されており、３名全員が社外監査役であり

ます。常勤監査役の岡田良哉及び、非常勤監査役の永井文隆は公認会計士・税理士の資格を有し、非常勤監査役の

大森彩香は弁護士の資格を有しております。

監査役は、監査計画に基づいて監査を実施するとともに、取締役会等の重要会議に出席し、重要書類の閲覧を通

じて、取締役の職務遂行の適法性等を監視しております。また、当社の監査体制を強化するため、監査役会を設置

して各監査役との連携を図り、ガバナンスを有効に機能させるための体制を整えております。

当事業年度において当社は12回の監査役会を開催致しました。監査役の全員が当事業年度に開催された監査役会

12回全てに出席しております。

氏名 開催回数 出席回数

岡田　良哉 12回 12回

永井　文隆 12回 12回

大森　彩香 12回 12回
 

監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の

監査の方法及び結果の相当性等であります。また、監査役の活動としては、法令、定款違反や株主利益を侵害する

事実の有無等の監査に加え、各取締役及び重要な使用人と適宜意見交換を行う等、経営監視の強化に努めておりま

す。

また、会計監査人と相互の監査計画や情報の共有化を行い、適宜連携を図る体制を構築することで、監査役によ

る社内監査の質の向上を図っております。

なお、当社は、2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役３名選任の件」を

提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役３名（うち社外監査役３名）となる予定です。
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　②　内部監査の状況

内部監査は、代表取締役直轄である内部監査室長１名が担当しております。年間計画に従い、業務執行の合理

性・効率性・妥当性等について全部門を対象に監査しております。内部監査の実効性を確保するため、原則とし

て年２回、監査結果を書面にて経営会議及び監査役会にて報告するとともに、監査対象となった各部門に対して

業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。

また、内部監査室長は監査役会に参加し必要な情報共有を行い、相互の協力等の連携を図っております。

 
　③　会計監査の状況

　　　a．監査法人の名称

　仰星監査法人

 
　　　b．継続監査期間

　６年間

 
　　　c．業務を執行した公認会計士の氏名

指定社員　業務執行社員　平塚博路

指定社員　業務執行社員　俣野朋子

 
　　　d．監査業務に係る補助者の構成

　公認会計士：６名

　その他：３名

 
　　　e．監査法人の選定方針と理由

監査法人の選定については、監査役会において定めた「会計監査人の選定・評価基準」に基づき、会計監査人

の専門性・独立性及び品質管理体制、監査報酬及び監査実績等を総合的に勘案して選定しております。

当社が仰星監査法人を選定した理由は、当社の事業内容に対し効率的な監査業務を実施できる規模を有するこ

と、監査計画における監査日数や体制、監査費用が合理的かつ妥当であること、十分な監査実績を有すること等

となっております。

 
　　　f．監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、監査役会において定めた「会計監査人の選定・評価基準」に基づき、監査法人

に対して評価を行っております。監査役及び監査役会は、取締役等との意見交換、会計監査人からの報告や意見

交換等を通じて会計監査の実施状況を把握し、会社法等関連法規の遵守、監査法人の業務執行体制、品質管理体

制及び監査業務執行の妥当性並びに監査報酬の水準等を考慮し、総合的に評価を行っております。
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　④　監査報酬の内容等

　　　ａ．監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

14,500 － 14,500 －
 

 
　　　ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬（a.を除く）

　該当事項はありません。

 
　　　ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

　該当事項はありません。

 
　　　ｄ．監査報酬の決定方針

　当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等から提出された監査計

画に基づき、監査日数等を勘案し決定しております。

 
　　　ｅ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

　取締役が提案した会計監査人の報酬等の額について、当社の監査役会が会社法第399条第１項の同意をした理由

は、会計監査人との監査契約との内容に照らして、監査契約の適切性、報酬単価の妥当性及び報酬見積りの算出

根拠等を総合的に検討した結果、当該報酬の額は相当であると判断したためであります。

 
(4) 【役員の報酬等】

　①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しておりま

す。各役員の報酬額は、取締役については報酬委員会の提言に基づいて取締役会の決議により決定し、監査役につ

いては監査役の協議にて決定しております。役員の報酬等は、金銭による基本報酬のみで構成されております。

当社の役員報酬等の額は、取締役報酬については、2022年12月29日開催の第11期定時株主総会において年額

200,000千円以内とすること、監査役報酬については、2019年12月27日開催の第８期定時株主総会において年額

50,000千円以内とすることが、それぞれ決議されております。

当社の取締役の報酬については、企業価値の中長期的・持続的な向上を目的として、職責に応じた適正な水準と

することとし、2021年12月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を決

議しております。具体的には、金銭による基本報酬のみとし、業績連動報酬や非金銭報酬は支給しない方針であり

ます。取締役会において報酬の総額を決議した上で、その配分の決定を代表取締役社長に委任しております。これ

らの権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の職務について評価を行うには代表取締役が

適していると判断したためであります。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法並びに決定さ

れた報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うもの

であると判断しております。
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　②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
(名)基本報酬

ストック
オプション

取締役
(社外取締役を除く。)

78,840 78,840 － 4

社外役員

社外取締役 2,025 2,025 － 1

社外監査役 13,995 13,995 － 3
 

（注）期末日現在の取締役は５名（うち社外取締役１名）、監査役は３名（うち社外監査役は３名）であります。

 
　③　役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 
　④　使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 
(5) 【株式の保有状況】

　①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は投資株式を保有していないため、投資株式の区分の基準及び考え方は定めておりません。

 
　②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当事項はありません。

 
　③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

 

１ 財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて

作成しております。

 

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(2024年10月１日から2025年９月30日まで)の

財務諸表について、仰星監査法人により監査を受けております。

 

３ 連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

 

４ 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適

切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。また、税務研究会出版の

経営財務・税務通信を継続購読し、各種情報の収集に努めております。
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１ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 285,757 372,651

  売掛金 60,409 77,295

  商品 15,640 16,457

  前払費用 14,573 13,027

  立替金 44,424 30,946

  その他 24,243 25,091

  貸倒引当金 △6,103 △7,308

  流動資産合計 438,943 528,162

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 12,929 12,929

    減価償却累計額 △12,314 △12,929

    建物（純額） 615 0

   工具、器具及び備品 25,557 21,800

    減価償却累計額 △20,283 △19,520

    工具、器具及び備品（純額） 5,273 2,279

   有形固定資産合計 5,888 2,279

  無形固定資産   

   ソフトウエア 146,799 238,072

   ソフトウエア仮勘定 36,246 15,238

   リース資産 115 －

   無形固定資産合計 183,160 253,311

  投資その他の資産   

   関係会社株式 14,500 14,500

   長期前払費用 14 802

   繰延税金資産 37,802 21,548

   その他 9,264 10,388

   投資その他の資産合計 61,581 47,239

  固定資産合計 250,630 302,830

 資産合計 689,574 830,992
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 64,099 65,183

  リース債務 138 －

  未払金 11,934 35,019

  未払費用 13,507 14,420

  未払法人税等 27,272 38,219

  未払消費税等 32,485 22,937

  預り金 19,108 17,143

  前受収益 32,946 20,861

  賞与引当金 32,604 36,150

  その他 9,833 5,997

  流動負債合計 243,931 255,931

 固定負債   

  保証履行引当金 2,634 1,869

  資産除去債務 1,700 1,700

  固定負債合計 4,334 3,569

 負債合計 248,265 259,501

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 213,707 213,707

  資本剰余金   

   資本準備金 203,707 203,707

   資本剰余金合計 203,707 203,707

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 23,893 154,121

   利益剰余金合計 23,893 154,121

  自己株式 － △46

  株主資本合計 441,308 571,491

 純資産合計 441,308 571,491

負債純資産合計 689,574 830,992
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② 【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自　2023年10月１日
　至　2024年９月30日)

当事業年度
(自　2024年10月１日
　至　2025年９月30日)

売上高 ※１  2,674,994 ※１  2,816,558

売上原価 1,792,356 1,786,522

売上総利益 882,638 1,030,035

販売費及び一般管理費 ※２  774,219 ※２  839,696

営業利益 108,419 190,339

営業外収益   

 受取利息 26 483

 受取配当金 2,900 －

 受取手数料 216 168

 補助金収入 1,662 －

 償却債権取立益 143 791

 その他 113 72

 営業外収益合計 5,061 1,515

営業外費用   

 支払利息 523 793

 その他 9 0

 営業外費用合計 532 794

経常利益 112,948 191,060

特別損失   

 固定資産除却損 － 187

 特別損失合計 － 187

税引前当期純利益 112,948 190,873

法人税、住民税及び事業税 22,366 44,391

法人税等調整額 △15,513 16,253

法人税等合計 6,852 60,644

当期純利益 106,095 130,228
 

 

EDINET提出書類

株式会社スマサポ(E38200)

有価証券報告書

47/77



 

【売上原価明細書】

  
前事業年度

(自　2023年10月１日
　至　2024年９月30日)

当事業年度
(自　2024年10月１日
　至　2025年９月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
 (％)

金額(千円)
構成比
 (％)

Ⅰ　商品売上原価        

　１　期首商品棚卸高  13,150   15,640   

　２　商品仕入高  41,994   41,452   

　　　　　合計  55,144   57,092   

　３　期末商品棚卸高  15,640   16,457   

　　　他勘定振替高 ※ － 39,504 2.2 150 40,484 2.3

Ⅱ　経費        

　１　支払手数料（原価）  1,624,102   1,609,641   

　２　その他  128,749 1,752,851 97.8 136,396 1,746,038 97.7

　　当期売上原価   1,792,356 100.0  1,786,522 100.0
 

 
（注）※ 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

販売促進費 － 150

計 － 150
 

 
（原価計算の方法）

　製品、仕掛品がないため原価計算制度は採用しておりません。
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自2023年10月１日　至2024年９月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本

合計資本準備金
資本剰余金

合計

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 213,707 203,707 203,707 △82,202 △82,202 335,213 335,213

当期変動額        

当期純利益 － － － 106,095 106,095 106,095 106,095

当期変動額合計 － － － 106,095 106,095 106,095 106,095

当期末残高 213,707 203,707 203,707 23,893 23,893 441,308 441,308
 

 
当事業年度(自2024年10月１日　至2025年９月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本準備金
資本剰余金

合計

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 213,707 203,707 203,707 23,893 23,893 － 441,308 441,308

当期変動額         

当期純利益 － － － 130,228 130,228 － 130,228 130,228

自己株式の取得 － － － － － △46 △46 △46

当期変動額合計 － － － 130,228 130,228 △46 130,182 130,182

当期末残高 213,707 203,707 203,707 154,121 154,121 △46 571,491 571,491
 

 

EDINET提出書類

株式会社スマサポ(E38200)

有価証券報告書

49/77



④ 【キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自　2023年10月１日
　至　2024年９月30日)

当事業年度
(自　2024年10月１日
　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益 112,948 190,873

 減価償却費 57,913 59,316

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,189 1,204

 賞与引当金の増減額（△は減少） 8,325 3,545

 保証履行引当金の増減額（△は減少） △3,103 △765

 受取配当金 △2,900 －

 支払利息 523 793

 固定資産除却損 － 187

 売上債権の増減額（△は増加） △9,454 △16,885

 棚卸資産の増減額（△は増加） △2,490 △817

 前払費用の増減額（△は増加） △1,732 1,201

 立替金の増減額（△は増加） 7,061 13,477

 仕入債務の増減額（△は減少） 7,405 1,084

 未払金の増減額（△は減少） △8,256 2,545

 未払費用の増減額（△は減少） 1,474 913

 未払消費税等の増減額（△は減少） 32,485 △9,548

 
未払法人税等（外形標準課税）の増減額
（△は減少）

4,288 △716

 預り金の増減額（△は減少） 7,458 △1,965

 前受収益の増減額（△は減少） △27,571 △12,085

 その他 8,110 △5,168

 小計 193,677 227,191

 利息及び配当金の受取額 2,926 483

 利息の支払額 △523 △793

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 5,508 △32,727

 営業活動によるキャッシュ・フロー 201,588 194,153

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △2,705 △455

 無形固定資産の取得による支出 △81,659 △104,955

 長期前払費用の取得による支出 － △540

 その他 △273 △1,123

 投資活動によるキャッシュ・フロー △84,638 △107,073

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 リース債務の返済による支出 △269 △138

 自己株式の取得による支出 － △46

 財務活動によるキャッシュ・フロー △269 △184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 116,680 86,894

現金及び現金同等物の期首残高 169,076 285,757

現金及び現金同等物の期末残高 ※  285,757 ※  372,651
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１．有価証券の評価基準及び評価方法

関連会社株式

　移動平均法による原価法

 
２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品

　総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

 
３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用し

ております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ３～５年

工具、器具及び備品 ３～15年
 

 
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用ソフトウエアは、社内における利用可能期間(５年間)に基づく定額法によっております。

 

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 
４．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 
(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しておりま

す。

 
(3) 保証履行引当金

家賃保証の履行による損失に備えるため、当事業年度末日における将来の損失発生見込額を計上しております。

 
５．収益及び費用の計上基準

当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す

る通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、以下のとおりであります。

 
(1) 商品の販売

「スマサポ内覧サービス」の販売をしております。商品に対する支配は引き渡し時に顧客に移転し、その時点で

履行義務が充足されますが、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、

商品の国内販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合に

は、出荷時に収益を認識しております。
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(2) アプリ提供サービス

顧客に入居者アプリ「totono」や「スマサポ内覧サービス」開閉のためのアプリを提供しております。これらは

契約期間にわたり履行義務が充足されることから、一定期間にわたり収益を認識しております。

 
(3) 家賃保証サービス

賃貸入居者の連帯保証人を代行するサービスを提供しております。これらは保証契約期間の経過に応じて収益を

認識しております。

 
(4) 取次手数料及び紹介手数料

「スマサポサンキューコール」は、入居者へ新生活サポートを行うとともに各種サービスの販売を行っておりま

す。入居者が申し込んだサービスが成約した場合、サービス提供会社から取次手数料を収受しますが、これらは

サービス提供会社が当社の成果を認めた一時点で収益を認識しております。また、外部委託先に入居者を紹介した

場合、外部委託先がサービス提供会社から取次手数料を収受し、当社は外部委託先から紹介手数料を収受します

が、これらは外部委託先が当社の成果を認めた一時点で収益を認識しております。なお、サービス提供会社に取り

次いだ賃貸入居者が早期に解約を行った場合、サービス提供会社に取次手数料の返金を要する契約については、予

想返金額を収益から控除しております。

 
６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

随時引き出し可能な預金からなっております。

 
(重要な会計上の見積り)

固定資産の減損

（1） 当事業年度の財務諸表に計上した金額
 

  （単位：千円）

 前事業年度 当事業年度

有形固定資産 5,888 2,279

無形固定資産 183,160 253,311

減損損失 － －
 

 
（2）財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

「固定資産の減損に係る会計基準」において対象とされる資産又は資産グループについて、主に当該資産又は資

産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

割引前将来キャッシュ・フローの総額については、将来の事業計画を基礎としており、その主要な仮定は売上高

の予測であります。主要な仮定である売上高の予測は、期末時点において入手可能な情報をもとに策定を行ってお

りますが、市場環境の悪化等により収益性が低下した場合には、減損損失が計上される可能性があります。
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(未適用の会計基準等)

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

 
(1) 概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全ての

リースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検

討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての

定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号

の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されまし

た。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナン

ス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減

価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

 
(2) 適用予定日

2028年９月期の期首より適用予定であります。

 
(3) 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

 
(表示方法の変更)

（損益計算書関係）

前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取利息」「受取手数料」「償却債権取立益」

は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させ

るため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた499千円は、「受取利

息」26千円、「受取手数料」216千円、「償却債権取立益」143千円、「その他」113千円として組み替えております。
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(貸借対照表関係)

　１．当座貸越契約

当社は、運転資金のより効率的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。この契約

に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
 

 
前事業年度

（2024年９月30日）
当事業年度

(2025年９月30日)

当座貸越極度額 650,000千円 700,000千円

借入実行残高 －千円 －千円

差引額 650,000千円 700,000千円
 

 

２．保証債務

賃借人の支払家賃等に対し、次のとおり債務保証を行っております。
 

 
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

債務保証額（月額） 591,885千円 418,957千円
 

 
(損益計算書関係)

※１　顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客と

の契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客との契約から生じる収益を分解

した情報」に記載しております。

 
※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自　2023年10月１日
至　2024年９月30日)

当事業年度
(自　2024年10月１日
至　2025年９月30日)

役員報酬 96,997千円 94,860千円

給与及び賞与 267,150千円 295,971千円

賞与引当金繰入額 32,604千円 36,150千円

支払手数料 98,414千円 101,061千円

貸倒引当金繰入額 4,040千円 7,308千円

減価償却費 15,353千円 12,244千円

保証履行引当金繰入額 △3,103千円 △765千円
 

 

　　　おおよその割合

販売費 5.4％ 4.8％

一般管理費 94.6％ 95.2％
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 2,405,200 － － 2,405,200
 

 
２．自己株式に関する事項

　該当事項はありません。

 
３．新株予約権等に関する事項

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業
年度末残高
(千円)

当事業
年度期首

増加 減少
当事業
年度末

第１回ストック・オプションとして
の新株予約権

－ － － － － －

合計 － － － － －
 

 

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

当事業年度(自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 2,405,200 － － 2,405,200
 

 
２．自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) － 43 － 43
 

（変動事由の概要）

単元未満株式の買取りによる増加　43株

 
３．新株予約権等に関する事項

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業
年度末残高
(千円)

当事業
年度期首

増加 減少
当事業
年度末

第１回ストック・オプションとして
の新株予約権

－ － － － － －

合計 － － － － －
 

 

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

現金及び預金 285,757千円 372,651千円

現金及び現金同等物 285,757千円 372,651千円
 

 
(リース取引関係)

１．ファイナンス・リース取引

（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

　無形固定資産

　ソフトウエアであります。

 
②　リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

 
２．オペレーティング・リース取引

（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
 

 
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

１年内 1,870千円 12,343千円

１年超 －千円 3,085千円

合計 1,870千円 15,429千円
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(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金計画に照らして、必要な資金(主に短期借入)を調達しております。一時的な余資は安全性の高い

金融資産で運用しております。なお、デリバティブ取引は行わない方針であります。

 
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金及び立替金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、与信管

理規程に従って、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期

把握や軽減を図っております。

営業債務である買掛金、未払金及び未払法人税等は、全て短期の支払期日であります。ファイナンス・リース

取引にかかるリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後最長

１年以内であります。営業債務及びファイナンス・リース取引にかかるリース債務は、流動性リスクに晒されて

おりますが、財務ユニットが適時に資金繰り計画を作成及び更新するとともに、複数の金融機関との間で当座貸

越契約やコミットメントライン契約を締結することにより管理しております。

 
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することもあります。

 
２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度(2024年９月30日)

 
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) リース債務 138 138 △0

負債計 138 138 △0
 

「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するも
のであることから、記載を省略しております。また、「売掛金」、「立替金」、「買掛金」、「未払金」、「未払法
人税等」、「未払消費税等」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しておりま
す。

 
当事業年度(2025年９月30日)

該当事項はありません。

「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するも
のであることから、記載を省略しております。また、「売掛金」、「立替金」、「買掛金」、「未払金」、「未払法
人税等」、「未払消費税等」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しておりま
す。

 
（注１）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分
前事業年度(2024年９月30日)

（千円）
当事業年度(2025年９月30日)

（千円）

非上場株式 14,500 14,500
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（注２）金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度(2024年９月30日)

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 285,757 － － －

売掛金 60,409 － － －

立替金 44,424 － － －

合計 390,590 － － －
 

 
当事業年度(2025年９月30日)

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 372,651 － － －

売掛金 77,295 － － －

立替金 30,946 － － －

合計 480,893 － － －
 

 
（注３）リース債務の決算日後の返済予定額

前事業年度(2024年９月30日)

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

リース債務 138 － － － － －

合計 138 － － － － －
 

 

当事業年度(2025年９月30日)

該当事項はありません。

 
３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の

　　　　　　　　対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るイ

　　　　　　　　ンプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　　　　　　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

　　　　　　　それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお

　　　　　　　ります。

 
(1）時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度（2024年９月30日）

該当事項はありません。

 
当事業年度（2025年９月30日）

該当事項はありません。
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(2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度(2024年９月30日)

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

リース債務 － 138 － 138

負債計 － 138 － 138
 

 
当事業年度(2025年９月30日)

該当事項はありません。

 
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　リース債務

リース債務の時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で

割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 
(有価証券関係)

前事業年度(2024年９月30日)

関係会社株式（貸借対照表計上額は14,500千円）は市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。

 
当事業年度(2025年９月30日)

関係会社株式（貸借対照表計上額は14,500千円）は市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。

 
(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出制度を採用しております。

２．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度6,120千円、当事業年度5,900千円であります。
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(ストック・オプション等関係)

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 

決議年月日 2021年３月12日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　５名

株式の種類別のストック・オプショ
ンの数　(注)

普通株式170,000株

付与日 2021年３月19日

権利確定条件 権利確定条件の定めはありません。

対象勤務期間 期間の定めはありません。

権利行使期間 2021年４月１日～2031年３月31日
 

（注）株式数に換算して記載しております。なお、2022年７月２日付で普通株式1株につき100株の割合で株

式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株数を記載しております。

 
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

① ストック・オプションの数

 

決議年月日
2021年３月12日

（第１回新株予約権）

権利確定前(株)  

 前事業年度末 －

 付与 －

 失効 －

 権利確定 －

 未確定残 －

権利確定後(株)  

 前事業年度末 160,000

 権利確定 －

 権利行使 －

 失効 －

 未行使残 160,000
 

（注）株式数に換算して記載しております。なお、2022年７月２日付で普通株式1株につき100株の割合で株

式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株数を記載しております。
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② 単価情報

 

決議年月日
2021年３月12日

（第１回新株予約権）

権利行使価格(円) 1,000

行使時平均株価(円) －

付与日における公正な評価単価(円) －
 

（注）2022年７月２日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っているため、当該株式分割によ

る調整後の価格を記載しております。

 
３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

ストック・オプションを付与した時点において、当社株式は未公開株式であったため、ストック・オプション

の公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積もりによっております。

また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる当社株式の評価方法は、類似会社比較法により算出した価格

を総合的に勘案して決定しております。

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用して

おります。

 

５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の

合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

当事業年度末における本源的価値の合計額 －千円

当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利

行使日における本源的価値の合計額
－千円
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前事業年度

(2024年９月30日)
 

当事業年度
(2025年９月30日)

　繰延税金資産    
　　貸倒引当金 1,237千円  2,268千円

　　賞与引当金 9,983千円  11,069千円

　　保証履行引当金 806千円  572千円

　　未払事業税 727千円  1,111千円

　　返金負債 1,734千円  1,317千円

　　減価償却超過額 2,952千円  3,549千円

　　資産除去債務 520千円  520千円

　　税務上の繰越欠損金（注）２ 32,948千円  2,369千円

　　その他 1,596千円  2,018千円

　繰延税金資産小計 52,507千円  24,797千円

　　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）２ △10,766千円  －千円

　　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △3,606千円  △3,103千円

　評価性引当額小計（注）１ △14,372千円  △3,103千円

　繰延税金資産合計 38,134千円  21,693千円

　繰延税金負債    
　　返品資産 △317千円  △144千円

　　資産除去債務に対応する除去費用 △14千円  －千円

　繰延税金負債合計 △332千円  △144千円

　繰延税金資産純額 37,802千円  21,548千円
 

（注）１．評価性引当額が11,269千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金の利用によるも

のであります。

 
　　　２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

 
前事業年度(2024年９月30日)

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

合計

税務上の繰越欠損金(a) － － － － － 32,948 32,948

評価性引当額 － － － － － △10,766 △10,766

繰延税金資産 － － － － － 22,181 (b)22,181
 

(a）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(b）税務上の繰越欠損金32,948千円（法定実効税率を乗じた額）の一部について、繰延税金資産22,181千円を計上して

おります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、過年度に税引前当期純損失を計上したことにより

生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断し、評価性引当額を認識しておりません。
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当事業年度(2025年９月30日)

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

合計

税務上の繰越欠損金(a) － － － － － 2,369 2,369

評価性引当額 － － － － － － －

繰延税金資産 － － － － － 2,369 (b)2,369
 

(a）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(b）税務上の繰越欠損金2,369千円（法定実効税率を乗じた額）の全額について、繰延税金資産を計上しております。当

該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、過年度に税引前当期純損失を計上したことにより生じたもので

あり、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断し、評価性引当額を認識しておりません。

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

 
前事業年度

(2024年９月30日)
 

当事業年度
(2025年９月30日)

法定実効税率 30.6％  －％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.7％  －％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.4％  －％

住民税均等割 1.7％  －％

評価性引当額の増減 △28.8％  －％

その他 1.3％  －％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 6.1％  －％
 

（注）当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分

の５以下であるため注記を省略しております。

 
(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

事務所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

事務所の原状回復費用につきましては、使用見込期間を取得から３年～５年と見積もり、割引率は0％を使用

して資産除去債務の金額を計算しております。

 

(3) 当該資産除去債務の総額の増減

 
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

期首残高 1,700千円 1,700千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 －千円 －千円

資産除去債務の履行による減少額 －千円 －千円

期末残高 1,700千円 1,700千円
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(収益認識関係)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、不動産管理会社向けソリューション提供事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を

分解した情報は、以下のとおりであります。

前事業年度(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)

（単位：千円）

 
不動産管理会社向け
ソリューション提供事業

一時点で移転される財及びサービス 2,116,137

一定の期間にわたり移転される財及びサービス 417,617

顧客との契約から生じる収益 2,533,754

その他の収益 141,240

外部顧客への売上高 2,674,994
 

（注）「その他の収益」には、収益認識会計基準への適用範囲外（収益認識会計基準第３項）である企

業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく「家賃保証」から生じる収益が含まれ

ております。

 
当事業年度(自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)

（単位：千円）

 
不動産管理会社向け
ソリューション提供事業

一時点で移転される財及びサービス 2,209,773

一定の期間にわたり移転される財及びサービス 529,688

顧客との契約から生じる収益 2,739,461

その他の収益 77,097

外部顧客への売上高 2,816,558
 

（注）「その他の収益」には、収益認識会計基準への適用範囲外（収益認識会計基準第３項）である企

業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく「家賃保証」から生じる収益が含まれ

ております。

 
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）５．収益及び費用の計

上基準」に記載のとおりであります。なお、当社の取引に関する支払条件は、通常短期のうちに支払期日が到来

し、契約に重要な金融要素は含まれておりません。

 
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末に

おいて存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

前事業年度(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)

(1) 契約負債の残高等

（単位：千円）

 当事業年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 49,808

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 59,600

契約負債(期首残高) －

契約負債(期末残高) －
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(2) 残存履行義務に配分した取引価格

　当社では、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に

関する情報の記載を省略しております。

 
当事業年度(自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)

(1) 契約負債の残高等

（単位：千円）

 当事業年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 59,600

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 77,040

契約負債(期首残高) －

契約負債(期末残高) －
 

 
(2) 残存履行義務に配分した取引価格

　当社では、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に

関する情報の記載を省略しております。

 
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社の事業セグメントは、不動産管理会社向けソリューション提供事業のみの単一セグメントであるため、セグメ

ント情報の記載を省略しております。

 
【関連情報】

前事業年度(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略してお

ります。

 
２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

 
(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 
３．主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 売上高（千円）

株式会社アライアンステクノロジー 641,552

株式会社ストエネ 514,938

株式会社すまえる 406,269
 

（注）当社は不動産管理会社向けソリューション提供事業のみの単一セグメントであるため、関連するセグメ

ント名は記載を省略しております。
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当事業年度(自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略してお

ります。

 
２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

 
(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 
３．主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 売上高（千円）

株式会社ストエネ 755,632

株式会社アライアンステクノロジー 617,433
 

（注）当社は不動産管理会社向けソリューション提供事業のみの単一セグメントであるため、関連するセグメ

ント名は記載を省略しております。

 
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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(持分法損益等)

１．関連会社に関する事項

  　（単位：千円）

 前事業年度
(自　2023年10月１日
至　2024年９月30日)

当事業年度
(自　2024年10月１日
至　2025年９月30日)

関連会社に対する投資の金額 14,500 14,500

持分法を適用した場合の投資の金額 32,408 40,440

持分法を適用した場合の投資利益の金額 5,565 8,031
 

 

２．開示対象特別目的会社に関する事項

当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。

 
【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

前事業年度(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

主要株主(個人)が

議決権の過半数を

所有している会社

（当該会社の子会

社を含む）

株式会社TAKUTO

(注)２

大阪市

中央区
100,000 不動産業 －

営業上の

取引

手数料の受取等

(注)１
128,457 売掛金 10,484

手数料の支払

(注)１
10,647 買掛金 259

 

(注)１　価格その他の取引条件は、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

　　　２　当社の主要株主太田卓利が議決権の100%を間接所有しております。

 
当事業年度(自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

主要株主(個人)が

議決権の過半数を

所有している会社

（当該会社の子会

社を含む）

株式会社TAKUTO

(注)２

大阪市

中央区
100,000 不動産業 －

営業上の

取引

手数料の受取等

(注)１
151,503 売掛金 17,447

手数料の支払

(注)１
9,489 買掛金 178

 

(注)１　価格その他の取引条件は、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

　　　２　当社の主要株主太田卓利が議決権の100%を間接所有しております。

 
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

 
前事業年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

１株当たり純資産額 183円48銭 237円61銭

１株当たり当期純利益 44円11銭 54円15銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

43円56銭 53円87銭
 

(注)１．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

項目
前事業年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

１株当たり当期純利益   

 当期純利益(千円) 106,095 130,228

  普通株主に帰属しない金額(千円) － －

 普通株式に係る当期純利益(千円) 106,095 130,228

 普通株式の期中平均株式数(株) 2,405,200 2,405,169

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

 当期純利益調整額(千円) － －

 普通株式増加数(株) 30,519 12,428

 (うち新株予約権(株)) (30,519) (12,428)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

－ －
 

 

　　２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

純資産の部の合計額(千円) 441,308 571,491

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) － －

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 441,308 571,491

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株
式の数(株)

2,405,200 2,405,157
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⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産        

 建物 12,929 － － 12,929 12,929 614 0

 工具、器具及び備品 25,557 455 4,212 21,800 19,520 3,261 2,279

有形固定資産計 38,486 455 4,212 34,729 32,450 3,876 2,279

無形固定資産        

 ソフトウエア 280,590 146,502 － 427,093 189,020 55,229 238,072

 ソフトウエア仮勘定 36,246 76,408 97,416 15,238 － － 15,238

 リース資産 1,150 － － 1,150 1,150 115 －

無形固定資産計 317,986 222,911 97,416 443,481 190,170 55,344 253,311

長期前払費用 2,376 1,035 151 3,260 2,457 95 802
 

「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

　ソフトウエア  入居者アプリtotono開発費 144,317千円

　ソフトウエア仮勘定  入居者アプリtotono開発費 66,550千円
 

（注）２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

　ソフトウエア仮勘定  ソフトウエアへの振替 97,416千円
 

 
【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 6,103 7,308 6,103 － 7,308

賞与引当金 32,604 36,150 32,604 － 36,150

保証履行引当金 2,634 － － 765 1,869
 

（注）保証履行引当金の「当期減少額(その他)」は、将来の損失発生見込額の見直しに伴う減少額であります。

 
【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省

略しております。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分 金額(千円)

現金 －

預金  

  普通預金 372,651

計 372,651

合計 372,651
 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先 金額(千円)

株式会社TAKUTO 17,447

HTBエナジー株式会社 10,230

株式会社エポスカード 6,769

株式会社三好不動産 6,560

株式会社良和ハウス 4,622

その他 31,665

合計 77,295
 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)
 

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

 

60,409 703,802 686,916 77,295 89.9 35.7
 

 
③ 商品

 
区分 金額(千円)

スマサポ内覧サービス 16,457

合計 16,457
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④ 立替金

 

相手先 金額(千円)

一般消費者 30,946

合計 30,946
 

 
⑤ 繰延税金資産

繰延税金資産は21,548千円であり、その内容については「１　財務諸表等　(１)財務諸表　注記事項（税効果

会計関係）」に記載しております。

 
⑥ 買掛金

 

相手先 金額(千円)

アート引越センター株式会社 20,502

株式会社プラスサムジャパン 19,715

株式会社ソニックス 8,827

大東建託パートナーズ株式会社 4,512

株式会社PinT 2,458

その他 9,167

合計 65,183
 

 

⑦ 前受収益

 

区分 金額(千円)

前受家賃保証料 20,861

合計 20,861
 

 
(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 
 中間会計期間 当事業年度

売上高 (千円) 1,424,520 2,816,558

税引前中間(当期)純利益 (千円) 113,725 190,873

中間(当期)純利益 (千円) 95,461 130,228

１株当たり中間(当期)純利益 (円) 39.69 54.15
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 毎年10月１日から翌年９月30日まで

定時株主総会 毎事業年度終了後３か月以内

基準日 毎年９月30日

剰余金の配当の基準日 毎年９月30日及び３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

    取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目３番３号
みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

    株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目３番３号
みずほ信託銀行株式会社

    取次所 －

    買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を
することができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
公告掲載URL
https://www.sumasapo.co.jp

株主に対する特典 該当事項はありません。
 

(注)　当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、

定款に定めております。

　　 （１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　　 （２）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

　　 （３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度　第13期(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)　2024年12月26日関東財務局長に提出。

 
(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2024年12月26日関東財務局長に提出。

 
(3) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基

づく臨時報告書

2024年12月26日関東財務局長に提出。

 
(4) 半期報告書及び確認書

第14期中(自　2024年10月１日　至　2025年３月31日)　2025年５月14日関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

2025年12月18日

株式会社スマサポ

取締役会　御中

 

仰星監査法人

大阪事務所
 

　

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 平　　塚　　博　　路  

 

　

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 俣　　野　　朋　　子  

 

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社スマサポの2024年10月１日から2025年９月30日までの第14期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表

について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社スマサポの2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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スマサポサンキューコールの売上高

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

会社は、不動産管理会社向けソリューション提供事業
を展開しており、当事業年度の売上高は2,816,558千円
である。これは主としてスマサポサンキューコールにお
いて計上されている。
スマサポサンキューコールの売上については、その履
行義務の充足により収益が認識される。会社は、注記事
項「（重要な会計方針）５．収益及び費用の計上基準」
に記載されているとおり、入居者が申し込んだサービス
が成約した場合、サービス提供会社から取次手数料を収
受しており、これはサービス提供会社が当社の成果を認
めた一時点で収益を認識している。また、外部委託先に
入居者を紹介した場合、外部委託先がサービス提供会社
から取次手数料を収受し、当社は外部委託先から紹介手
数料を収受しており、これは外部委託先が当社の成果を
認めた一時点で収益を認識している。
スマサポサンキューコールの売上は資本力、マーケ
ティング力、幅広い顧客基盤、高い知名度を有する同業
他社や他業種企業等の参入によって、当社の競争優位性
が低下又は競争が激化する可能性がある。
このような環境下で、業績予想を外部投資家へ公表し
ている営利企業においては、通常、業績予想達成のプ
レッシャーを受けることが想定されることから、意図的
に実在しない売上が計上される潜在的なリスクが存在す
る。このため、当事業年度の財務諸表監査において特に
重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると
判断した。

当監査法人が、売上高の実在性について検討するにあ
たり、実施した監査手続には以下が含まれる。
・収益認識に関する会計方針及びその適用方法について
関連する内部統制も含めて理解するとともに、売上高の
実在性を確保するための内部統制の整備及び運用状況を
評価した。 

・得意先別、種類別の推移分析や、収益を構成要素（単
価、数量）に分解し、構成要素別に前期比較分析を実施
した。 
 ・売上高及び関連する勘定科目の残高について、取引
先への直接確認手続を実施した。

 

 
その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営

者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容

の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ

れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回

ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査

業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(３)【監査の状況】に記

載されている。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上
 

(注) １　上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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